
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
平
成
四
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号
（
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
に

　

基
づ
く
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
）
の
一
部
改
正 

（
職
員
厚
生
課
）　
　

一

〇
平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号
（
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
に

　

基
づ
く
介
護
補
償
の
額
）
の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
策
定
（
二
件
） 

（
地
域
復
興
支
援
課
）　
　

二

〇
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可 

（
農
業
振
興
課
）　
　

二

〇
家
畜
伝
染
病
の
発
生 

（
畜　

産　

課
）　
　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　
　

三

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 
（
防
災
砂
防
課
）　
　

三

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
解
除 
（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　
　

三

〇
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（
下
水
道
課
）　
　

四

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

四

公　
　
　

告

〇
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了 

（
防
災
砂
防
課
）　
　

五

議　
　
　

会

〇
宮
城
県
議
会
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
条
例
の
施
行
状
況
の
公
表 

五

選
挙
管
理
委
員
会

〇
不
在
者
投
票
を
管
理
す
べ
き
施
設
の
指
定
の
取
消
し
に
つ
い
て 

六

監
査
委
員

〇
住
民
監
査
請
求
に
係
る
監
査
結
果
の
公
表 

六

公
安
委
員
会

〇
警
備
員
指
導
養
育
責
任
講
習
の
実
施
に
つ
い
て 

二
七

収
用
委
員
会

〇
阿
武
隈
川
寺
島
事
件
審
理
の
開
始
に
つ
い
て
公
示
に
よ
る
通
知 

二
八

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号

　

平
成
四
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号
（
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
に
基
づ
く
補
償
基
礎
額
の
最
低
限

度
額
及
び
最
高
限
度
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

年　

齢　

階　

層

最　

低　

限　

度　

額

最　

高　

限　

度　

額

二
十
歳
未
満

                   

四
、
六
八
八
円

                 

一
三
、
二
○
七
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満　

                   

五
、
一
七
三
円

                 

一
三
、
二
○
七
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

                   

五
、
七
二
一
円

                 

一
三
、
五
八
九
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

                   

六
、
一
三
九
円

                 

一
六
、
三
一
二
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

                   

六
、
五
七
一
円

                 

一
八
、
八
○
三
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

                   

六
、
七
五
○
円

                 

二
一
、
三
五
五
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

                   

六
、
八
六
五
円

                 

二
三
、
九
二
四
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

                   

六
、
七
三
八
円

                 

二
五
、
二
一
四
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

                   

六
、
○
五
七
円

                 

二
四
、
七
四
七
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

                   

四
、
九
一
六
円

               　

一
九
、
九
三
五
円
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六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
三
〇
円

一
五
、
五
七
九
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
三
〇
円

一
三
、
二
○
七
円

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
号

　

平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号
（
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
に
基
づ
く
介
護
補
償
の
額
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
十
万
四
千
五
百
七
十
円
」
を
「
十
万
四
千
九
百
五
十
円
」
に
、「
五
万
六
千

七
百
九
十
円
」
を
「
五
万
七
千
三
十
円
」
に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
五
万
二
千
二
百
九
十
円
」

を
「
五
万
二
千
四
百
八
十
円
」
に
、「
二
万
八
千
四
百
円
」
を
「
二
万
八
千
五
百
二
十
円
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
一
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
度
地
籍

調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
地
域

名　
　

称

調　
　
　
　

査　
　
　
　

地　
　
　
　

域

気
仙
沼
市

河
原
田
二
丁
目
等
五
単
位
区
域

二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
二
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
度
地
籍

調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
地
域

名　
　

称

調　
　
　
　

査　
　
　
　

地　
　
　
　

域

気
仙
沼
市

本
吉
町
狼
の
巣
一
部
一
単
位
区
域
Ｂ

河
原
田
二
丁
目
等
五
単
位
区
域

魚
町
一
丁
目
等
七
単
位
区
域

白
石
市

小
下
倉
字
以
保
石
等
十
八
単
位
区
域

小
下
倉
字
岩
崎
山
等
四
単
位
区
域

小
下
倉
字
山
岸
等
二
単
位
区
域

郡
山
字
穴
口
山
等
九
単
位
区
域

小
下
倉
字
大
久
保
等
二
単
位
区
域

郡
山
字
穴
ノ
前
等
九
単
位
区
域

郡
山
字
井
戸
等
九
単
位
区
域

郡
山
字
堤
下
山
等
二
単
位
区
域

郡
山
字
黒
岩
一
単
位
区
域

郡
山
字
大
萩
山
等
四
単
位
区
域

大
崎
市

古
川
清
滝
字
明
神
一
単
位
区
域

古
川
清
滝
字
樋
ノ
脇
等
八
単
位
区
域

柴
田
町

成
田
字
寺
田
等
七
単
位
区
域

槻
木
字
新
葛
岡
等
六
単
位
区
域

槻
木
字
新
舘
前
等
十
一
単
位
区
域

川
崎
町

大
字
小
野
字
釜
場
山
等
一
部
八
単
位
区
域

大
字
小
野
字
子
地
倉
山
等
四
単
位
区
域

大
字
川
内
字
大
鳥
谷
山
等
一
部
四
単
位
区
域

二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
三
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
四
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。　　
　
　

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
黒
毛
和
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

一
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

栗
原
市

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
七
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
五
号

　

県
営
上
沼
２
期
地
区
土
地
改
良
事
業
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
用
排
水
施
設
等
整
備
事
業
（
用
排
水
施
設
整
備
事

業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
五
月
十
二
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

栗
原
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
六
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所

大
原
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）
宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所

大
原
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
七
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
次
の
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の

指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所

大
原
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）
宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所

大
原
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
八
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。
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平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
二
・
十
八
号　

南
光
湊
線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
九
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
東
矢
本
駅
北
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

東
松
島
市

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

東
松
島
市

四　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
二
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

女
川
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

女
川
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

「
平
成
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

 　

平
成
二
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号
、
平
成
二
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
号
及
び
平
成
二
十
八

年
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号
の
事
業
地
に
女
川
町
浦
宿
浜
字
浦
宿
の
一
部
を
加
え
る
。

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
色
麻
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

平　
　

勝　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

早

坂

勝

一

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
西
原
五
十
七
番
地

二

理

事

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

堀

籠

勝

惠

加
美
郡
色
麻
町
一
の
関
字
高
野
北
向
百
五

番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

虎

岩

英

生

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
新
町
北
一
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

浅

野

祝

男

加
美
郡
色
麻
町
高
城
字
舘
五
十
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

田

中

一

寿

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
二
反
田
八
番
地
一

理

事

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

今

野

隆

志

加
美
郡
色
麻
町
王
城
寺
字
渡
戸
南
十
二
番

地
二

理

事

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

山

田

康

雄

加
美
郡
色
麻
町
平
沢
字
新
早
坂
六
十
二
番

地

理

事

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

松

田

主

税

加
美
郡
色
麻
町
志
津
字
鷹
巣
屋
敷
岸
百
五

十
番
地

理

事
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平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

堀

籠

慶

浩

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
向
町
四
十
二
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

鈴

木

正

行

加
美
郡
色
麻
町
黒
澤
字
土
利
壇
十
九
番
地

六

理

事

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

田

中

利

充

加
美
郡
色
麻
町
清
水
字
田
中
北
八
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

渡

邊

市

男

加
美
郡
色
麻
町
高
根
字
前
田
三
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

渡

邊

正

武

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
新
田
町
七
番
地
二

監

事

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

吉

田

耕

作

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
本
町
一
番
地
一

監

事

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

畑

中

長

悦

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
石
神
北
六
番
地
二

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

早

坂

勝

一

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
西
原
五
十
七
番
地

二

理

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

堀

籠

勝

惠

加
美
郡
色
麻
町
一
の
関
字
高
野
北
向
百
五

番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

金

子

政

雄

加
美
郡
色
麻
町
小
栗
山
字
下
原
四
十
八
番

地
三

理

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

田

中

一

寿

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
二
反
田
八
番
地
一

理

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

鈴

木

正

行

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
土
利
壇
十
九
番
地

六

理

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

永

山

敬

男

加
美
郡
色
麻
町
志
津
字
川
前
二
十
五
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

相

原

昌

昭

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
新
町
五
十
一
番
地

一

理

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

浅

野

祝

男

加
美
郡
色
麻
町
高
城
字
舘
五
十
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

浅

野

博

美

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
塩
竃
十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

今

野

隆

志

加
美
郡
色
麻
町
王
城
寺
字
渡
戸
南
十
二
番

地
二

理

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

田

中

利

充

加
美
郡
色
麻
町
清
水
字
田
中
北
八
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

渡

邊

市

男

加
美
郡
色
麻
町
高
根
字
前
田
三
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山

崎

盛

雄

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
山
崎
三
十
三
番
地

一

監

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

髙

橋

三

夫

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
本
町
三
十
六
番
地

五

監

事

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

渡

邊

正

武

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
新
田
町
七
番
地
二

監

事

公　
　
　

告

〇
次
の
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
が
完
了
し
た
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止

対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

開
発
区
域

　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
大
原
一
番
十　

外
二
百
二
十
九
筆

　
　

面
積　

十
一
万
千
八
十
二
・
五
五
平
方
メ
ー
ト
ル　

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
女
川
百
三
十
六

　
　

女
川
町
長　

須
田　

善
明議　

　
　

会

〇
宮
城
県
議
会
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。）第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
条
例
の
施
行
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
議
会
議
長　
　

安　
　

部　
　
　
　
　

孝　
　
　

平
成
27年
度

１
　
公
文
書
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

　
　
条
例
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
開
示
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

受
付
件
数

処
　
　
　
　
理
　
　
　
　
状
　
　
　
　
況

開
示

部
分
開
示
非
開
示
存
否
応
答

拒
否

文
書

不
存
在
取
下
げ
処
理
中
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選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
八
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
東
北
公
済
病
院
宮
城
野
分
院
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

監
査
委
員

15
6

9
0

0
0

0
0

　
（
注
 ）「
存
否
応
答
拒
否
」
と
は
，
請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
決
定
を
言
い
，「
文
書
不
存

在
」
と
は
，
請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
を
保
有
し
て
い
な
い
決
定
を
言
う
。

２
　
異
議
申
立
て
の
状
況

　
 　
条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
，
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年

法
律
第
160号

）
第
６
条
の
規
定

に
基
づ
き
異
議
申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
⑴
　
件
数
及
び
処
理
状
況

異
議
申
立
て
件
数

処
　
　
　
　
理
　
　
　
　
状
　
　
　
　
況

決
　
　
　
　
　
　
　
定

取
下
げ
審
理
中
そ
の
他

却
下

棄
却
認

容
一
部
認
容

1
0

0
0

0
0

1
0

　
（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
宮
城
県
議
会
情
報
公
開
審
査
会
に
未
だ
諮
問
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
言
う
。

　
⑵
　
件
名
及
び
処
理
状
況

異
議
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

平
成
28年
２
月
８
日

安
部
孝
県
議
の
政
務
調
査
（
活
動
）
費
に
関
す
る
一
切
の
文
書
（
平
成

22・
23・
25・
26年
度
分
）
の
開
示
請
求
に
対
す
る
公
文
書
部
分
開
示

決
定
の
取
消
を
求
め
る
異
議
申
立
て

審
理
中

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
20号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
242条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
本
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
，
同
条
第

４
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
し
た
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
28年
４
月
８
日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
加
里
　
　
　

第
１
　
請
求
の
あ
っ
た
日

　
　
　
平
成
28年
２
月
８
日

第
２
　
請
求
人

　
　
　
仙
台
市
青
葉
区
中
央
４
－
３
－
28　
朝
市
ビ
ル
３
階

　
　
　
　
仙
台
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
代
表
　
野
呂
　
　
圭

第
３
　
措
置
請
求
の
内
容

　
　
　
で
き
る
限
り
措
置
請
求
書
の
原
文
に
即
し
て
記
載
す
る
。

　
１
　
請
求
の
趣
旨

　
　
 　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
242条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
安
部

孝
宮
城
県
議
会
議
員
に
対
し
て
交
付
さ
れ
た
政
務
調
査
費
な
い
し
政
務
活
動
費
の
支
出
に
つ
い
て
厳
正
な
る
監
査

を
行
い
，
違
法
不
当
な
部
分
に
つ
い
て
，
宮
城
県
知
事
に
対
し
，
安
部
孝
宮
城
県
議
会
議
員
か
ら
宮
城
県
に
返
還

を
求
め
る
な
ど
，
宮
城
県
の
被
っ
た
損
害
を
補
填
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
を
請
求

す
る
。

　
２
　
請
求
の
理
由

　
　
⑴
　
本
件
請
求
の
概
要

　
　
　
 　
本
件
は
，
現
在
宮
城
県
議
会
議
長
の
役
職
に
あ
る
安
部
孝
宮
城
県
議
会
議
員
が
，
平
成
21年
４
月
以
降
，
仙

台
事
務
所
と
し
て
借
り
上
げ
た
物
件
に
関
し
て
，
事
務
所
賃
料
，
光
熱
費
，
新
聞
代
，
電
話
料
金
等
に
政
務
調

査
費
な
い
し
政
務
活
動
費
（
以
下
単
に
「
政
務
活
動
費
」
と
す
る
。）
か
ら
545万

8,656円
を
充
当
し
た
こ
と

に
つ
い
て
，
①
同
仙
台
事
務
所
は
，
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
と
は
言
え
な
い
点
，
②

同
仙
台
事
務
所
に
は
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
が
な
い
点
，
③
同
仙
台
事
務
所
は
生
計
を
一
に
す
る
親

族
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
共
有
持
分
を
有
す
る
物
件
で
あ
る
点
で
違
法
か
つ
不
当
に
政
務
活
動
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費
が
支
出
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
宮
城
県
に
生
じ
た
損
害
を
填
補
す
べ
く
，
必
要
な
措
置
・

勧
告
を
求
め
る
事
案
で
あ
る
。

　
　
⑵
　
本
件
の
事
情

　
　
　
イ
　
当
事
者
に
つ
い
て

　
　
　
　
イ
 　
請
求
人
は
，
国
及
び
地
方
公
共
団
体
等
の
不
正
，
不
当
な
行
為
を
監
視
し
，
そ
の
是
正
を
求
め
る
活
動

等
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
権
利
能
力
な
き
社
団
で
あ
る
。

　
　
　
　
ロ
 　
安
部
孝
議
員
は
，
宮
城
選
挙
区
（
松
島
町
・
利
府
町
）
を
選
挙
区
と
し
て
平
成
11年
に
初
当
選
し
，
現

在
５
期
連
続
で
宮
城
県
議
会
議
員
を
務
め
，
平
成
27年
11月
27日

よ
り
宮
城
県
議
会
議
長
の
役
職
に
あ

る
。
そ
し
て
宮
城
選
挙
区
選
出
議
員
と
し
て
松
島
町
，
利
府
町
に
そ
れ
ぞ
れ
事
務
所
を
持
ち
な
が
ら
，
後

述
の
と
お
り
仙
台
市
内
に
お
い
て
も
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
共
有
持
分
を
有
す
る
不
動
産
を
賃
借
し
て
事
務
所

を
構
え
て
い
る
。

　
　
　
　
ハ
 　
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
，
後
述
の
と
お
り
，
安
部
孝
議
員
が
平
成
21年
４
月
以
降
仙
台
事
務
所
と
し
て
賃
借

し
て
い
る
不
動
産
の
共
有
持
分
を
有
す
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
，
安
部
孝
県
政
報
告
会
に
お
い
て
安
部
孝

議
員
の
夫
人
と
し
て
出
席
す
る
と
と
も
に
，
安
部
た
か
し
後
援
会
の
平
成
24年
以
降
の
政
治
資
金
収
支
報

告
書
に
お
い
て
は
会
計
責
任
者
「
〇
〇
〇
〇
〇
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
（
資
料
１
）。

　
　
　
ロ
　
安
部
孝
議
員
の
政
務
活
動
費
の
支
出
状
況

　
　
　
　
イ
 　
安
部
孝
議
員
は
，
平
成
21年
４
月
以
降
，
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
３
－
18（
地
番
：
仙
台
市
青
葉

区
堤
通
雨
宮
町
108－

１
）
所
在
の
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
雨
宮
〇
〇
〇
〇
号
室
（
以
下
「
ラ
イ
オ
ン

ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
」
と
い
う
。）
を
仙
台
事
務
所
と
し
て
使
用
し
て
い
た
（
資
料
２
）。
こ
の
関
係
資
料
に
よ

れ
ば
，
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
は
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
平
成
７
年
８
月
１
日
ま
で
居
住
し
て
い
た
部
屋
で

あ
り
（
資
料
３
），
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
父
が
平
成
18年
８
月
29日

に
逝
去
し
て
か
ら
は
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏

ら
が
共
有
し
て
い
る
（
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
共
有
持
分
は
４
分
の
１
で
あ
る
。）（
資
料
４
）。

　
　
　
　
ロ
 　
安
部
孝
議
員
は
，
平
成
24年
６
月
，
仙
台
事
務
所
を
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４
－
34所
在
の
建
物

に
移
転
し
，
賃
料
を
大
隆
株
式
会
社
に
支
払
う
よ
う
に
な
っ
た
（
資
料
５
）。

　
　
　
　
　
 　
こ
の
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４
－
34所
在
の
建
物
は
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
現
在
居
住
し
て
い
る
建

物
（
同
建
物
は
一
体
の
建
物
で
あ
っ
て
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
な
い
｡）
で
あ
り
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
父
が
平

成
18年
８
月
29日
に
逝
去
し
て
か
ら
は
〇
〇
〇
〇
〇
氏
ら
が
共
有
し
て
い
る
（
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
共
有
持

分
は
４
分
の
１
で
あ
る
｡）（

資
料
６
）。
同
建
物
は
「
〇
〇
産
婦
人
科
」
と
い
う
複
数
の
看
板
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
だ
け
で
，
安
部
孝
議
員
の
事
務
所
で
あ
る
こ
と
を
示
す
看
板
等
は
同
建
物
周
辺
か
ら
見
る
限
り

外
観
上
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
 　
ま
た
，
大
隆
株
式
会
社
（
本
店
所
在
地
：
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４
－
34）
の
登
記
簿
に
よ
れ
ば
，

同
社
は
取
締
役
を
〇
〇
〇
〇
〇
氏
ら
〇
〇
家
の
親
族
が
務
め
る
親
族
会
社
で
あ
り
，
不
動
産
の
売
買
及
び

賃
貸
や
医
療
用
機
械
器
具
の
取
扱
い
等
を
業
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
。
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
平
成
26年
６

月
11日
よ
り
大
隆
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
に
就
任
し
て
い
る
（
資
料
７
）。

　
　
　
　
ハ
 　
安
部
孝
議
員
は
，
別
紙
事
実
証
明
書
記
載
の
と
お
り
，
平
成
21年
４
月
か
ら
平
成
27年
３
月
ま
で
，
政

務
活
動
費
か
ら
事
務
所
費
と
し
て
仙
台
事
務
所
の
賃
料
，
同
室
の
利
用
の
た
め
に
生
じ
た
光
熱
費
等
を
支

出
し
，
資
料
購
入
費
と
し
て
同
室
で
と
っ
て
い
た
新
聞
の
代
金
を
支
出
し
，　
事
務
費
と
し
て
同
室
に
お

い
て
使
用
し
て
い
た
電
話
の
料
金
を
支
出
し
て
い
た
｡
こ
れ
ら
安
部
孝
議
員
の
支
出
合
計
額
は
545万

8,656円
に
及
ぶ
。

　
　
⑶
　
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と

　
　
　
イ
　
政
務
活
動
費
の
使
用
用
途
に
関
す
る
規
制
の
概
要

　
　
　
　
イ
 　
宮
城
県
議
会
の
各
会
派
又
は
会
派
に
所
属
し
な
い
議
員
に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
政
務
活
動
費
は
，
法
第

232条
の
２
に
定
め
る
補
助
金
で
あ
り
，
法
第
100条

第
14項
及
び
第
16項
，
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務

活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
16年
宮
城
県
条
例
第
38号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。），
宮
城
県

議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平
成
16年

宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
３

号
。
以
下
「
条
例
施
行
規
程
」
と
い
う
。）
に
基
づ
き
，
公
益
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
の
み
支
出
が
な
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
 　
宮
城
県
で
は
，
会
派
に
所
属
す
る
議
員
一
人
当
た
り
月
額
35万
円
の
政
務
活
動
費
が
各
会
派
に
一
律
に

支
出
さ
れ
，
政
務
活
動
費
総
額
か
ら
必
要
経
費
を
控
除
し
て
得
た
額
に
残
余
が
あ
る
場
合
に
は
，
各
会
派

は
速
や
か
に
，
当
該
残
余
の
額
に
相
当
す
る
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
条
例
第

16条
）。
そ
し
て
各
会
派
は
政
務
活
動
費
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
た
め
に
，
政
務
活
動
費
の
使
用
に

つ
い
て
当
該
各
会
派
に
所
属
す
る
議
員
を
指
導
監
督
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
条
例
第
11条
）。

　
　
　
　
　
 　
政
務
活
動
費
は
「
会
派
及
び
議
員
が
実
施
す
る
調
査
研
究
，
研
修
，
広
聴
広
報
，
要
請
陳
情
，
住
民
相

談
，
各
種
会
議
へ
の
参
加
等
県
政
の
課
題
及
び
県
民
の
意
思
を
把
握
し
，
県
政
に
反
映
さ
せ
る
活
動
そ
の

他
の
住
民
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
活
動
（
以
下
「
政
務
活
動
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費

に
対
し
交
付
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
（
条
例
第
２
条
），
今
回
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
務
所
費
に
つ

い
て
は
「
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
の
設
置
及
び
管
理
に
要
す
る
経
費
」，
事
務

費
に
つ
い
て
は
「
会
派
又
は
議
員
が
行
う
政
務
活
動
に
係
る
事
務
の
遂
行
に
要
す
る
経
費
」，
資
料
購
入

費
に
つ
い
て
は
「
会
派
又
は
議
員
が
行
う
活
動
の
た
め
に
必
要
な
図
書
，
資
料
等
の
購
入
，
利
用
等
に
要

す
る
経
費
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
条
例
別
表
）。

　
　
　
　
ロ
 　
そ
し
て
宮
城
県
議
会
が
平
成
25年
３
月
に
定
め
た「
政
務
活
動
費
の
手
引
」 （
以
下「
手
引
き
」と
い
う
。）

に
よ
れ
ば
，
事
務
所
費
の
充
当
指
針
に
つ
い
て
，
①
「
事
務
所
経
費
へ
の
政
務
活
動
費
の
充
当
に
際
し
て
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は
，
下
記
の
よ
う
な
事
務
所
の
要
件
を
備
え
て
お
り
，
実
際
に
そ
こ
が
政
務
活
動
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場

合
に
充
当
で
き
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
ら
れ
，
②
事
務
所
経
費
に
政
務
活
動
費
を
充
当
で
き
る
た
め

の
事
務
所
の
要
件
に
つ
い
て
は
「
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
を
有
し
て
い
る
こ
と
（
〇
〇
議
員
事

務
所
等
の
看
板
設
置
等
）」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
，
さ
ら
に
③
「
事
務
所
が
自
己
所
有
又
は
生
計
を
一
に

す
る
親
族
の
所
有
で
あ
る
場
合
は
，
事
務
所
賃
借
料
に
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
。」
と
も
定
め

ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
ロ
　
安
部
孝
議
員
は
違
法
か
つ
不
当
に
政
務
活
動
費
を
支
出
し
た
こ
と

　
　
　
　
イ
 　
上
記
第
２
の
事
情
か
ら
す
れ
ば
，
以
下
に
述
べ
る
と
お
り
安
部
孝
議
員
が
事
務
所
費
に
対
し
て
政
務
活

動
費
を
充
当
し
た
こ
と
は
，
条
例
及
び
手
引
き
の
事
務
所
費
の
充
当
指
針
に
抵
触
す
る
。

　
　
　
　
　
Ａ
 　
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
は
，
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
と
は
言
え
な
い

こ
と

　
　
　
　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
は
宮
城
選
挙
区
（
松
島
町
･
利
府
町
）
を
選
挙
区
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
議
員
と
し

て
広
聴
広
報
を
行
っ
た
り
，
住
民
の
要
請
陳
情
等
を
受
け
た
り
す
る
な
ど
政
務
活
動
を
行
う
地
域
は
，

主
と
し
て
宮
城
選
挙
区
で
あ
る
松
島
町
，
利
府
町
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
仙
台
市
内
に

お
い
て
は
安
部
孝
議
員
が
政
務
活
動
を
行
う
拠
点
は
必
要
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
，
安
部
孝
議
員
の
仙

台
事
務
所
は
，
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
と
は
言
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
 　
現
に
仙
台
市
内
を
選
挙
区
と
し
な
い
他
の
県
議
会
議
員
に
お
い
て
，
地
元
選
挙
区
以
外
の
場
所
に
事

務
所
を
設
け
て
い
る
者
は
い
な
い
こ
と
，
後
述
の
と
お
り
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
に
は
事
務
所
と

し
て
の
外
形
上
の
形
態
は
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
，
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
が
議
員
と
し
て
政
務

活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
務
所
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
安
部
孝
議
員
が
平
成
21年
４
月
以
降
仙
台
事
務
所
と
し
て
使
用
し
た
不
動
産
に
つ
い

て
賃
料
や
光
熱
費
等
を
支
払
う
こ
と
は
条
例
及
び
事
務
所
費
の
充
当
指
針
に
抵
触
す
る
。

　
　
　
　
　
Ｂ
　
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
に
は
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
が
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
の
現
在
の
仙
台
事
務
所
の
あ
る
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４
－
34所
在
の
建
物
に
は

「
〇
〇
産
婦
人
科
」
と
い
う
複
数
の
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
，
安
部
孝
議
員
の
事
務
所
で
あ

る
こ
と
を
示
す
看
板
等
は
同
建
物
周
辺
か
ら
見
る
限
り
外
観
上
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
，
現
在
の
仙
台
事
務
所
は
，
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
を
有
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
 　
ま
た
，
平
成
24年
５
月
ま
で
仙
台
事
務
所
が
置
か
れ
て
い
た
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

も
，
マ
ン
シ
ョ
ン
の
上
層
階
の
一
室
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
賃
借
人
に
過
ぎ
な
い
安
部
孝
議
員
が
事
務
所

で
あ
る
こ
と
を
示
す
看
板
等
を
マ
ン
シ
ョ
ン
の
周
辺
か
ら
外
観
上
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
設
置
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
平
成
24年
５
月
ま
で
仙
台
事
務
所
が
置
か
れ
て
い
た
ラ
イ
オ
ン
ズ

マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
安
部
孝
議
員
が
平
成
21年
４
月
以
降
仙
台
事
務
所
と
し
て
使
用
し
た
不
動
産
に
つ
い

て
賃
料
や
光
熱
費
等
を
支
払
う
こ
と
は
事
務
所
費
の
充
当
指
針
に
抵
触
す
る
。

　
　
　
　
　
Ｃ
 　
安
部
孝
議
員
が
賃
借
し
て
い
る
仙
台
事
務
所
は
生
計
を
一
に
す
る
親
族
が
所
有
す
る
事
務
所
で
あ
る

疑
い
が
大
き
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
が
賃
借
し
て
い
る
仙
台
事
務
所
は
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
と
こ

ろ
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
平
成
21年
４
月
以
降
安
部
孝
議
員
に
対
し
仙
台
事
務
所
を
提
供
し
て
便
宜
を

図
っ
た
り
，
安
部
孝
県
政
報
告
会
に
お
い
て
安
部
孝
議
員
の
夫
人
と
し
て
振
る
舞
っ
た
り
し
て
き
た
。

そ
し
て
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
平
成
24年
６
月
以
降
仙
台
事
務
所
が
入
っ
た
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４

－
34所
在
の
建
物
に
お
い
て
安
部
孝
議
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
〇
〇

〇
〇
〇
氏
と
安
部
孝
議
員
と
の
親
密
な
関
係
か
ら
す
れ
ば
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
安
部
孝
議
員
と
は
「
生

計
を
一
に
す
る
親
族
」
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
強
く
疑
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
 　
そ
し
て
，
安
部
孝
議
員
は
平
成
24年
６
月
以
降
，
大
隆
株
式
会
社
に
賃
料
を
支
払
っ
て
い
る
と
こ
ろ
，

大
隆
株
式
会
社
は
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
取
締
役
を
務
め
，
本
店
所
在
地
は
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
住
所
で
あ

り
，
賃
貸
借
物
件
は
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
共
有
持
分
を
有
す
る
物
件
な
の
で
あ
る
か
ら
，
実
質
的
に
は
〇

〇
〇
〇
〇
氏
に
支
払
っ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
平
成
21年
４
月
か
ら
平
成
24年
５
月
ま
で
の
仙
台

事
務
所
の
賃
料
の
支
払
先
に
つ
い
て
は
，
こ
の
間
の
賃
料
の
領
収
証
の
名
義
人
が
黒
塗
り
で
あ
る
た
め

直
ち
に
は
判
明
し
な
い
が
，
安
部
孝
議
員
と
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
親
密
な
関
係
か
ら
す
れ
ば
，
〇
〇
〇
〇

〇
氏
が
平
成
21年
４
月
か
ら
平
成
24年
５
月
ま
で
賃
料
を
受
け
取
っ
て
い
た
と
強
く
疑
わ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
安
部
孝
議
員
が
平
成
21年
４
月
以
降
仙
台
事
務
所
と
し
て
使
用
し
た
不
動
産
に
つ
い

て
賃
料
を
支
払
う
こ
と
は
極
め
て
不
適
切
で
あ
り
，
事
務
所
費
の
充
当
指
針
に
抵
触
す
る
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
Ｄ
　
小
括

　
　
　
　
　
　
 　
以
上
の
と
お
り
，
手
引
き
の
事
務
所
費
の
充
当
指
針
に
抵
触
す
る
の
で
あ
る
か
ら
，
安
部
孝
議
員
は

政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
の
設
置
及
び
管
理
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
政
務
活
動
費
を
支
出

し
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
，
違
法
か
つ
不
当
に
政
務
活
動
費
を
支
出
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
ロ
 　
ま
た
，
安
部
孝
議
員
は
こ
の
よ
う
に
違
法
不
当
に
政
務
活
動
費
か
ら
事
務
所
費
を
支
出
し
て
い
た
仙
台

事
務
所
に
送
付
さ
れ
て
い
た
新
聞
の
料
金
を
資
料
購
入
費
と
し
て
支
出
し
，
仙
台
事
務
所
に
お
い
て
使
用
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し
て
い
た
電
話
の
使
用
料
金
を
事
務
費
と
し
て
支
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
，
か
か
る
資
料
購
入
費
と

事
務
費
の
支
出
に
つ
い
て
も
違
法
不
当
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
⑷
　
結
語

　
　
　
 　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
，
本
件
は
，
現
在
宮
城
県
議
会
議
長
と
い
う
重
責
を
負
う
安
部
孝
議
員
が
過
去
約

６
年
間
に
政
務
活
動
費
か
ら
事
務
所
費
，
資
料
購
入
費
，
事
務
費
と
し
て
545万

円
余
の
多
額
の
金
員
を
違
法

か
つ
不
当
に
支
出
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
件
は
，
①
宮
城
県
議
会
議
員
は
政
務
活
動
費
の
使
途
基
準
を

軽
視
し
て
お
り
，
適
正
に
政
務
活
動
費
を
支
出
す
る
と
い
う
意
識
に
乏
し
い
こ
と
，
②
宮
城
県
議
会
議
員
の
政

務
活
動
費
の
支
出
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
仕
組
み
が
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
と
い
う
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活

動
費
の
支
出
に
関
す
る
構
造
的
な
問
題
の
象
徴
で
あ
る
。

　
　
　
 　
本
件
の
問
題
の
大
き
さ
に
鑑
み
，
監
査
に
当
た
っ
て
は
，
安
部
孝
議
員
の
政
務
活
動
費
の
支
出
し
た
状
況
に

つ
い
て
議
員
か
ら
綿
密
に
事
情
を
聴
取
し
，
そ
の
弁
解
を
裏
付
け
る
十
分
な
資
料
等
の
提
出
を
求
め
て
，
適
切

に
事
実
認
定
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
そ
し
て
単
に
安
部
孝
議
員
に
政
務
活
動
費
の
返
還
を
求
め
る
だ
け
で
な

く
，
事
案
の
悪
質
さ
に
鑑
み
て
安
部
孝
議
員
に
対
し
て
政
務
活
動
費
の
支
出
時
か
ら
の
利
息
の
支
払
い
を
求
め

る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
政
務
活
動
費
の
不
正
支
出
の
原
因
を
解
明
し
，
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動

費
の
不
正
支
出
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
抜
本
的
な
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

　
　
添
付
資
料

　
　
平
成
21年
度
か
ら
平
成
26年
度
ま
で
の
政
務
活
動
費
の
支
出
に
つ
い
て
の
事
実
証
明
書
各
１
通

　
　
資
料
１
　
政
治
資
金
収
支
報
告
書
の
宣
誓
書

　
　
資
料
２
　
平
成
24年
４
月
30日
付
領
収
書

　
　
資
料
３
　
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
210番

５
の
登
記
簿

　
　
資
料
４
　
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
の
登
記
簿

　
　
資
料
５
　
平
成
24年
６
月
30日
付
領
収
書

　
　
資
料
６
　
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４
－
34所
在
の
建
物
の
登
記
簿

　
　
資
料
７
　
大
隆
株
式
会
社
の
登
記
簿

第
４
　
監
査
委
員
の
辞
退
及
び
請
求
の
受
理
等

　
１
 　
中
山
耕
一
監
査
委
員
及
び
坂
下
賢
監
査
委
員
に
つ
い
て
は
，
監
査
の
客
観
性
及
び
公
平
性
の
確
保
の
観
点
か
ら

本
件
監
査
を
辞
退
し
た
い
旨
の
申
出
が
あ
り
，
両
監
査
委
員
は
，
本
件
監
査
に
携
わ
っ
て
い
な
い
。

　
２
 　
議
会
の
会
派
又
は
無
会
派
議
員
（
以
下
「
会
派
等
」
と
い
う
。）
に
交
付
さ
れ
た
政
務
活
動
費
は
，
知
事
の
管

理
を
離
れ
，公
金
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
，会
派
等
に
よ
る
政
務
活
動
費
の
支
出
は
，法
第
242条

第
１
項
の「
公

金
の
支
出
」
に
該
当
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
，
本
件
請
求
は
，
会
派
等
を
経
由
し
た
政
務
活
動
費
の
支
出
に
違
法

な
も
の
が
あ
り
，
知
事
は
，
議
員
に
対
す
る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
発
生
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
こ
れ

を
行
使
し
な
い
と
い
う
「
違
法
ま
た
は
不
当
に
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
」
が
あ
り
，
こ
れ
に
つ
い
て
監
査
及
び

措
置
を
請
求
し
て
い
る
も
の
と
し
て
，
次
の
３
に
記
載
す
る
も
の
を
除
き
，
受
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
３
 　
請
求
人
は
，
監
査
委
員
に
「
政
務
活
動
費
の
不
正
支
出
の
原
因
を
解
明
し
，
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動

費
の
不
正
支
出
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
抜
本
的
な
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
を
求
め
る
」
と
し
て
い
る
が
，
法

第
242条

第
１
項
に
規
定
す
る
住
民
監
査
請
求
は
，
財
務
会
計
行
為
に
係
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
 　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
制
度
全
般
に
係
る
措
置
の
請
求
は
，
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
か
ら
，
こ
れ
を
却
下
す
る
。

第
５
　
監
査
の
実
施

　
１
　
監
査
の
対
象
事
項

　
　
 　
請
求
人
が
摘
示
し
て
い
る
，
県
が
支
出
し
た
平
成
21年
度
か
ら
平
成
26年
度
の
政
務
活
動
費
に
係
る
会
派
の
支

出
（
安
部
孝
議
員
に
よ
る
受
領
分
）
が
，
条
例
，
条
例
施
行
規
程
及
び
手
引
き
で
定
め
る
政
務
活
動
費
を
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
範
囲
（
以
下
「
使
途
基
準
」
と
い
う
。）
に
違
反
し
て
お
り
，
知
事
に
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が

発
生
し
て
い
る
が
こ
れ
を
行
使
し
な
い
と
い
う
，「
違
法
又
は
不
当
に
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
」
が
存
す
る
か

否
か
に
つ
い
て
監
査
を
行
う
こ
と
と
し
，
そ
の
対
象
は
次
の
と
お
り
と
し
た
。

　
　
⑴
 　
安
部
孝
議
員
が
，
政
務
活
動
費
を
，
議
員
が
設
置
し
た
仙
台
事
務
所
の
事
務
所
費
（
賃
借
料
及
び
管
理
運
営

費
等
）
に
充
当
し
た
こ
と
の
使
途
基
準
適
合
性
（
以
下
「
監
査
対
象
事
項
１
」
と
い
う
。）

　
　
⑵
 　
安
部
孝
議
員
が
，
政
務
活
動
費
を
，
議
員
の
設
置
し
た
仙
台
事
務
所
の
資
料
購
入
費
及
び
事
務
費
に
充
当
し

た
こ
と
の
使
途
基
準
適
合
性
（
以
下
「
監
査
対
象
事
項
２
」
と
い
う
。）

　
　
⑶
 　
知
事
に
返
還
請
求
権
が
発
生
し
て
い
る
と
し
た
場
合
の
利
息
の
取
り
扱
い
（
以
下
「
監
査
対
象
事
項
３
」
と

い
う
。）

　
２
　
監
査
対
象
箇
所
等

　
　
 　
知
事
の
補
助
執
行
者
と
し
て
平
成
21年
度
以
降
の
政
務
活
動
費
の
会
派
等
へ
の
交
付
の
事
務
を
行
っ
た
議
会
事

務
局
を
監
査
対
象
箇
所
と
し
た
。

　
　
 　
ま
た
，
政
務
活
動
費
に
係
る
収
支
報
告
書
，
実
績
報
告
書
，
領
収
書
そ
の
他
の
証
拠
書
類
の
写
し
及
び
支
払
証

明
書
等
の
調
査
を
行
っ
た
。

　
　
 　
さ
ら
に
，
自
由
民
主
党
・
県
民
会
議
会
長
及
び
安
部
孝
議
員
を
，
法
第
199条

第
８
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
人

と
し
，
調
査
を
実
施
し
た
。

　
３
　
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
・
陳
述
，
補
充
書
面
の
提
出

　
　
 　
法
第
242条

第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
28年
２
月
23日

に
実
施
し
た
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
及
び
陳

述
に
お
い
て
，
証
拠
（
意
見
陳
述
書
等
）
の
追
加
提
出
が
あ
り
，
措
置
請
求
書
を
補
足
す
る
陳
述
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
，
平
成
28年
２
月
26日
に
は
，
補
充
書
面
が
提
出
さ
れ
た
。
で
き
る
限
り
提
出
さ
れ
た
原
文
に
即
し
て
記
載

す
る
。
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⑴
　
意
見
陳
述
書

　
　
　
 　
請
求
人
は
，
平
成
28年
２
月
８
日
付
で
法
第
242条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
請
求
し
た
宮
城
県
知
事
措

置
請
求
（
以
下
「
本
件
住
民
監
査
請
求
」
と
す
る
｡）
に
つ
い
て
，
以
下
の
と
お
り
意
見
を
陳
述
す
る
。

　
　
　
 　
す
で
に
宮
城
県
知
事
措
置
請
求
書
に
お
い
て
詳
述
し
た
よ
う
に
，
本
件
住
民
監
査
請
求
は
，
安
部
孝
宮
城
県

議
会
議
員
が
，
平
成
21年
４
月
以
降
仙
台
事
務
所
と
し
て
借
り
上
げ
た
物
件
に
関
し
て
，
事
務
所
賃
料
，
光
熱

費
，
新
聞
代
，
電
話
料
金
等
に
政
務
活
動
費
か
ら
545万

8,656円
を
充
当
し
た
こ
と
に
つ
い
て
，
①
同
仙
台
事

務
所
は
，
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
と
は
言
え
な
い
点
，
②
同
仙
台
事
務
所
に
は
事
務

所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
が
な
い
点
，
③
同
仙
台
事
務
所
は
生
計
を
一
に
す
る
親
族
で
あ
る
〇
〇
〇
〇
〇
氏

（
旧
姓
〇
〇
〇
〇
〇
氏
（
平
成
28年
２
月
８
日
に
入
籍
））
が
共
有
持
分
を
有
す
る
物
件
で
あ
る
点
で
，
違
法

か
つ
不
当
に
政
務
活
動
費
が
支
出
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
請
求
人
が
意
見
を
陳
述
す
る
に
あ
た
っ
て

は
，
安
部
孝
議
員
の
上
記
政
務
活
動
費
の
支
出
が
違
法
不
当
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
ご

と
に
，
安
部
孝
議
員
が
平
成
28年
２
月
12日
に
報
道
陣
に
対
し
て
行
っ
た
弁
明
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
事
実
に

基
づ
い
て
請
求
人
の
主
張
を
補
充
す
る
と
と
も
に
，
安
部
孝
議
員
が
報
道
陣
に
対
し
て
行
っ
た
弁
明
の
内
容
が

お
よ
そ
不
当
で
あ
る
こ
と
を
陳
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
 　
な
お
，
最
後
に
，
安
部
孝
議
員
は
本
件
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
違
法
不
当
と
指
摘
さ
れ
た
政
務
活
動
費
を

返
還
す
る
意
向
を
示
し
て
い
る
が
，
安
部
孝
議
員
が
政
務
活
動
費
を
返
還
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
点
に
つ

い
て
も
陳
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
イ
　
安
部
孝
議
員
の
政
務
活
動
費
の
支
出
が
違
法
不
当
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
イ
 　
仙
台
事
務
所
は
生
計
を
一
に
す
る
親
族
が
所
有
す
る
事
務
所
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
Ａ
 　
安
部
孝
議
員
は
，
平
成
21年
４
月
以
降
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
４
分
の
１
の
共
有
持
分
を
有
す
る
仙
台

市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
３
－
18（
地
番
：
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
108－

１
）
所
在
の
ラ
イ
オ
ン

ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
を
仙
台
事
務
所
と
し
て
借
り
上
げ
，
平
成
24年
６
月
以
降
は
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
４
分

の
１
の
共
有
持
分
を
有
し
，
か
つ
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
居
住
し
て
い
る
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４
－

34所
在
の
建
物
（
以
下
「
本
件
建
物
」
と
い
う
｡）
の
３
階
に
仙
台
事
務
所
を
移
転
さ
せ
て
，
賃
料
を

〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
現
在
代
表
取
締
役
を
務
め
て
い
る
大
隆
株
式
会
社
に
支
払
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
 　
宮
城
県
議
会
が
平
成
25年
３
月
に
定
め
た
手
引
き
に
よ
れ
ば
，
事
務
所
費
の
充
当
指
針
に
つ
い
て
，

「
事
務
所
が
自
己
所
有
又
は
生
計
を
一
に
す
る
親
族
の
所
有
で
あ
る
場
合
は
，
事
務
所
賃
借
料
に
充
当

す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
安
部
孝
議
員
は
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
と
事
実
婚

の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
，
及
び
安
部
孝
議
員
自
ら
が
本
件
建
物
内
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
の
で
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
手
引
き
が
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
「
生
計
を
一
に
す
る
親
族
」
で
あ
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
事
実
婚
と
は
婚
姻
届
を
提
出
し
て
い
な
い
だ
け
で
実
質
は
婚
姻
関
係
と
同
様
の
関
係

に
あ
る
男
女
の
関
係
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
，
安
部
孝
議
員
と
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
，
社
会
に
広
く
見
ら

れ
る
夫
婦
の
共
同
生
活
と
同
様
に
，
同
じ
住
居
に
居
住
し
な
が
ら
生
計
を
共
に
し
て
生
活
し
て
き
た
と

考
え
る
の
が
当
然
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
 　
よ
っ
て
，
安
部
孝
議
員
が
平
成
21年
４
月
以
降
仙
台
事
務
所
と
し
て
使
用
し
た
不
動
産
に
つ
い
て
賃

料
や
光
熱
費
等
を
支
払
う
こ
と
は
，
手
引
き
が
定
め
る
事
務
所
費
の
充
当
指
針
に
抵
触
す
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
Ｂ
　
安
部
孝
議
員
の
弁
明
は
不
当
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
は
，
所
得
税
法
第
56条
に
お
け
る
「
生
計
を
一
に
す
る
」
の
解
釈
を
示
し
た
徳
島
地
方

裁
判
所
平
成
９
年
２
月
28日
判
決
（「
生
計
を
一
に
す
る
」
と
は
，「
日
常
生
活
の
糧
を
共
通
に
し
て
い

る
こ
と
，
す
な
わ
ち
，
消
費
段
階
に
お
い
て
同
一
の
財
布
の
下
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
」

と
判
示
し
て
い
る
。
資
料
１
），
所
得
税
基
本
通
達
２
－
47号

⑵
「
親
族
が
同
一
の
家
屋
に
起
居
し
て

い
る
場
合
に
は
，
明
ら
か
に
互
い
に
独
立
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
，
こ

れ
ら
の
親
族
は
生
計
を
一
に
す
る
も
の
と
す
る
｡」（
資
料
２
）
に
言
及
し
た
う
え
で
，
安
部
孝
議
員
自

ら
は
本
件
建
物
３
階
に
居
住
し
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
４
階
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
，
３
階
と
４
階
と
で

は
電
気
代
，
電
話
料
金
を
別
々
に
支
払
っ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
，「
明
ら
か
に
互
い
に
独
立
し
た
生
活

を
営
ん
で
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
で
あ
る
と
し
て
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
と
は
生
計
を
一
に
し
て
い
な

い
と
弁
明
し
て
い
る
（
資
料
５
）。

　
　
　
　
　
　
 　
し
か
し
安
部
孝
議
員
の
弁
明
は
以
下
の
点
で
不
当
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
A
 　
ま
ず
そ
も
そ
も
安
部
孝
議
員
は
，「
政
務
活
動
費
の
手
引
き
」
の
定
め
る
「
生
計
を
一
に
す
る
」
を
，

所
得
税
法
上
の
「
生
計
を
一
に
す
る
」
と
同
様
に
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
明
ら
か
に
不
当
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
 　
所
得
税
法
第
56条
の
「
生
計
を
一
に
す
る
」
と
は
，
事
業
所
得
に
つ
い
て
家
族
構
成
員
の
間
で
所

得
を
分
割
し
て
税
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
さ
れ
る
概
念
で
あ

る
（
金
子
宏
「
租
税
法
」（
第
20版
）
286頁

（
弘
文
堂
，
2015年

），
資
料
３
）。
す
な
わ
ち
「
生
計

を
一
に
す
る
」
親
族
が
事
業
に
従
事
し
た
場
合
に
，
そ
の
親
族
に
関
す
る
費
用
を
事
業
の
経
費
と
し

て
計
上
し
，
事
業
所
得
が
不
当
に
低
く
申
告
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
点
に
趣
旨
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
は
親
族
が
消
費
段
階
に
お
い
て
同
一
の
財
布
の
下
で
生
活
し
て
い
る
の
か
，
そ
れ
と

も
明
ら
か
に
互
い
に
独
立
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
る
の
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
，
適
切
な
租

税
を
課
す
た
め
に
重
要
に
な
る
こ
と
も
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
 　
し
か
し
手
引
き
が
，
事
務
所
が
生
計
を
一
に
す
る
親
族
の
所
有
で
あ
る
場
合
は
，
事
務
所
賃
借
料

に
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
と
定
め
た
趣
旨
は
，
政
務
活
動
費
が
県
民
の
税
金
か
ら
支
払
わ
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れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
，
県
民
の
目
か
ら
見
て
議
員
が
税
金
を
不
当
に
利
得
し
て
い
る
と
疑
わ
れ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
，
手
引
き

に
お
け
る
「
生
計
を
一
に
す
る
」
の
か
否
か
を
判
断
す
る
際
は
，
外
観
上
同
一
の
財
布
の
下
で
生
活

し
て
い
る
と
い
う
相
当
の
疑
い
が
生
じ
る
の
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
要
は

「
生
計
を
一
に
す
る
」
と
は
「
一
緒
に
生
活
し
て
い
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
 　
そ
う
す
る
と
，
安
部
孝
議
員
と
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
事
実
上
夫
婦
の
関
係
に
あ
り
，
し
か
も
同
一
の

建
物
（
本
件
建
物
は
区
分
所
有
建
物
で
は
な
い
｡）
内
に
居
住
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
，
共
同
生

活
の
場
面
で
財
布
を
共
に
す
る
場
面
が
あ
る
と
外
観
上
疑
わ
れ
て
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
，
手
引
き
の
定
め
る
「
生
計
を
一
に
す
る
」
に
つ
い
て
正
し
く
解
釈
適
用
す
る
の
で
あ

れ
ば
，
本
件
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
互
い
に
独
立
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
る
の
か
否
か
を
問
題
に
す

る
ま
で
も
な
く
，
手
引
き
が
定
め
る
事
務
所
費
の
充
当
指
針
に
抵
触
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
B
 　
仮
に
所
得
税
法
上
の
解
釈
に
よ
る
と
し
て
も
，「
明
ら
か
に
互
い
に
独
立
し
た
生
活
を
営
ん
で
い

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
で
あ
る
と
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
 　
そ
も
そ
も
，
安
部
孝
議
員
の
弁
明
，
す
な
わ
ち
「
安
部
孝
議
員
自
ら
は
本
件
建
物
３
階
に
居
住
し
，

〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
４
階
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
，
３
階
と
４
階
と
で
は
電
気
代
，
電
話
料
金
を
別
々

に
支
払
っ
て
い
る
｡」
こ
と
等
が
真
実
で
あ
る
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
 　
万
一
こ
れ
ら
の
事
実
が
真
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
，
そ
れ
だ
け
で
は
「
明
ら
か
に
互
い
に
独
立
し

た
生
活
を
営
ん
で
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
と
は
到
底
言
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
 　
常
識
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
，
夫
婦
の
共
同
生
活
に
お
い
て
夫
婦
は
極
め
て
多
く
の
事
柄
を
分
か

ち
合
っ
て
い
る
。
一
緒
に
食
事
を
楽
し
む
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
，
一
緒
に
旅
行
に
も
行
く
こ
と

も
あ
ろ
う
し
，
一
緒
に
デ
パ
ー
ト
で
洋
服
や
食
器
，
布
団
，
カ
ー
テ
ン
な
ど
の
買
い
物
を
楽
し
む
こ

と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
，
一
緒
に
喫
茶
店
で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
夫
婦
の
会
話
を
楽
し
む
こ
と

も
あ
ろ
う
。
共
同
生
活
を
営
む
夫
婦
で
あ
れ
ば
，
必
ず
何
ら
か
の
場
面
で
財
布
を
共
に
す
る
場
面
が

あ
る
は
ず
で
あ
り
，
電
気
代
や
電
話
料
金
を
別
々
に
支
払
っ
て
い
る
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
「
明
ら

か
に
互
い
に
独
立
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
る
」
と
は
到
底
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。「
電

気
代
や
電
話
料
金
を
別
々
に
支
払
っ
て
い
る
」
こ
と
は
夫
婦
間
の
ご
く
些
末
な
一
部
の
と
り
き
め
に

過
ぎ
ず
，
夫
婦
の
生
活
全
体
を
見
渡
さ
な
い
限
り
，
そ
の
生
計
の
実
態
は
判
断
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
は
，
こ
れ
ら
全
て
の
夫
婦
生
活
に
お
い
て
常
に
互
い
に
独
立
し
た
会
計
で
や
っ
て
き

た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
安
部
孝
議
員
と
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
本
件
住
民
監
査
請
求
直
後
に
入
籍
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
二
人
が
こ
れ
ま
で
の
事
実
婚
の
生
活
に
お
い
て
財
布
を
共
に
す
る
場
面
が

一
切
な
か
っ
た
と
強
弁
す
る
の
で
あ
れ
ば
，
あ
ま
り
に
も
不
合
理
な
弁
明
で
あ
っ
て
，
信
用
す
る
に

値
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
 　
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
，
安
部
孝
議
員
と
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
「
明
ら
か
に
互
い
に
独
立
し
た

生
活
を
営
ん
で
い
る
」
と
は
到
底
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
Ｃ
　
小
括

　
　
　
　
　
　
 　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
，
安
部
孝
議
員
の
弁
明
は
お
よ
そ
不
当
で
あ
っ
て
，
安
部
孝
議
員
が
平
成

21年
４
月
以
降
仙
台
事
務
所
と
し
て
使
用
し
た
不
動
産
に
つ
い
て
賃
料
を
支
払
う
こ
と
は
，
手
引
き
が

定
め
る
事
務
所
費
の
充
当
指
針
に
抵
触
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
が
所
得
税
法
上
の
解
釈
論
を
持
ち
出
し
て
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
と
は
「
明
ら
か
に
互
い
に

独
立
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
る
」
と
弁
明
し
た
の
は
，
手
引
き
の
趣
旨
を
そ
も
そ
も
全
く
理
解
し
て
い

な
い
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
，
安
部
孝
議
員
が
こ
の
よ
う
な
弁
明
を
し
た
こ
と
自

体
厳
し
く
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
 　
な
お
今
後
の
監
査
に
お
い
て
，
仮
に
所
得
税
法
上
の
解
釈
に
基
づ
い
て
監
査
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
，

安
部
孝
議
員
と
〇
〇
〇
〇
〇
氏
と
が
明
ら
か
に
互
い
に
独
立
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
る
の
か
否
か
を
厳

密
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
調
査
に
当
た
っ
て
は
安
部
孝
議
員
に
書
面
に
よ
る
弁
明
を
求
め
る
だ
け

で
お
茶
を
濁
す
こ
と
な
く
，
安
部
孝
議
員
と
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
夫
婦
の
経
済
生
活
の
内
容
，
生
活
の
本

拠
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
等
に
つ
い
て
事
細
か
く
聴
き
取
り
，
過
去
に
遡
っ
て
夫
婦
共
同
生
活
に
お
け
る

支
出
状
況
に
つ
い
て
家
計
簿
，
レ
シ
ー
ト
，
領
収
証
，
通
帳
，
契
約
書
な
ど
の
資
料
の
提
出
を
求
め
て

の
そ
の
記
載
を
実
際
に
確
認
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
ロ
 　
仙
台
事
務
所
に
は
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
が
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
Ａ
 　
安
部
孝
議
員
の
現
在
の
仙
台
事
務
所
の
あ
る
本
件
建
物
に
は
「
〇
〇
産
婦
人
科
」
と
い
う
複
数
の
看

板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
，
安
部
孝
議
員
の
事
務
所
で
あ
る
こ
と
を
示
す
看
板
等
は
同
建
物
周
辺

か
ら
見
る
限
り
外
観
上
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
 　
ま
た
，
平
成
24年
５
月
ま
で
仙
台
事
務
所
が
置
か
れ
て
い
た
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

は
，
マ
ン
シ
ョ
ン
の
上
層
階
の
一
室
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
賃
借
人
に
過
ぎ
な
い
安
部
孝
議
員
が
事
務
所

で
あ
る
こ
と
を
示
す
看
板
等
を
マ
ン
シ
ョ
ン
の
周
辺
か
ら
外
観
上
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
設
置
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
平
成
24年
５
月
ま
で
仙
台
事
務
所
が
置
か
れ
て
い
た
ラ
イ
オ
ン
ズ

マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
安
部
孝
議
員
が
平
成
21年
４
月
以
降
仙
台
事
務
所
と
し
て
使
用
し
た
不
動
産
に
つ
い

て
賃
料
や
光
熱
費
等
を
支
払
う
こ
と
は
事
務
所
費
の
充
当
指
針
に
抵
触
す
る
。
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Ｂ
　
安
部
孝
議
員
の
弁
明
は
不
当
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
は
，
本
件
建
物
の
ポ
ス
ト
や
，
本
件
建
物
３
階
の
事
務
所
に
，
安
部
孝
議
員
の
事
務
所

で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
示
を
し
て
い
る
と
弁
明
し
て
い
る
（
資
料
５
）。

　
　
　
　
　
　
 　
し
か
し
手
引
き
が
，
事
務
所
経
費
に
政
務
活
動
費
を
充
当
で
き
る
た
め
の
事
務
所
の
要
件
に
つ
い
て

「
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
を
有
し
て
い
る
こ
と
（
〇
〇
議
員
事
務
所
等
の
看
板
設
置
等
）」

と
定
め
た
の
は
，
前
述
の
よ
う
に
政
務
活
動
費
が
県
民
の
税
金
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み

て
，
県
民
の
目
か
ら
見
て
議
員
が
事
務
所
費
の
名
目
で
税
金
を
不
当
に
利
得
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
，
議
員
の
事
務
所

の
あ
る
建
物
を
，公
道
を
歩
い
て
い
る
県
民
か
ら
見
て
，県
民
が「
〇
〇
議
員
事
務
所
が
あ
る
ん
だ
な
。」

と
分
か
る
よ
う
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
の
事
務
所
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
示
が
あ
る
と
い
う
本
件
建
物
の
ポ
ス
ト
は
本
件
建
物

敷
地
か
ら
玄
関
ま
で
入
ら
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
し
，
本
件
建
物
３
階
の
事
務
所

に
至
っ
て
は
本
件
建
物
内
に
侵
入
し
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
，
到
底
公
道
上

の
県
民
の
目
か
ら
安
部
孝
議
員
の
事
務
所
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
示
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
手
引
き
に
基
づ
け
ば
，
仙
台
事
務
所
は
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
を
有
し
て

い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
，
安
部
孝
議
員
の
弁
明
は
不
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
，
安

部
孝
議
員
が
本
件
建
物
の
ポ
ス
ト
や
，
本
件
建
物
３
階
の
事
務
所
に
表
示
が
あ
る
こ
と
を
持
ち
出
し
て

事
務
所
の
外
観
が
あ
る
と
弁
明
し
た
の
は
，
手
引
き
の
趣
旨
を
そ
も
そ
も
全
く
理
解
し
て
い
な
い
こ
と

の
現
れ
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
，
安
部
孝
議
員
が
こ
の
よ
う
な
弁
明
を
し
た
こ
と
自
体
厳
し
く

批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
ハ
 　
仙
台
事
務
所
は
，
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
と
は
言
え
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
Ａ
 　
安
部
孝
議
員
は
宮
城
選
挙
区
（
松
島
町
・
利
府
町
）
を
選
挙
区
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
議
員
と
し

て
広
聴
広
報
を
行
っ
た
り
，
住
民
の
要
請
陳
情
等
を
受
け
た
り
す
る
な
ど
政
務
活
動
を
行
う
地
域
は
，

主
と
し
て
宮
城
選
挙
区
で
あ
る
松
島
町
，
利
府
町
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
仙
台
市
内
に

お
い
て
は
安
部
孝
議
員
が
政
務
活
動
を
行
う
拠
点
は
必
要
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
現
に
仙
台
市
内
を
選
挙

区
と
し
な
い
他
の
県
議
会
議
員
に
お
い
て
，
地
元
選
挙
区
以
外
の
場
所
に
事
務
所
を
設
け
て
い
る
者
は

い
な
い
し
，
前
述
の
と
お
り
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
に
は
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
も
な

い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
は
，「
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務

所
」（
条
例
別
表
）
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
，
仙
台
事
務
所
に
つ
い
て
政
務
活
動
費
か
ら
事
務

所
費
を
充
当
す
る
こ
と
は
条
例
に
反
し
て
違
法
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
Ｂ
　
安
部
孝
議
員
の
弁
明
は
不
当
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
は
，
選
挙
区
外
に
事
務
所
を
設
け
る
の
か
否
か
は
手
引
き
が
定
め
る
と
こ
ろ
で
は
な

く
，
議
員
の
個
人
の
判
断
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
，
議
員
経
験
が
長
く
な
る
に
つ
れ
て

県
庁
で
の
仕
事
が
増
え
て
き
た
こ
と
等
か
ら
，
選
挙
区
で
は
な
い
仙
台
市
内
に
事
務
所
を
設
け
る
の
が

適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
弁
明
し
て
い
る
（
資
料
５
）。

　
　
　
　
　
　
 　
し
か
し
，
政
務
活
動
費
は
「
会
派
及
び
議
員
が
実
施
す
る
調
査
研
究
，
研
修
，
広
聴
広
報
，
要
請
陳

情
，
住
民
相
談
，
各
種
会
議
へ
の
参
加
等
県
政
の
課
題
及
び
県
民
の
意
思
を
把
握
し
，
県
政
に
反
映
さ

せ
る
活
動
そ
の
他
の
住
民
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
活
動
」
に
要
す
る
経
費
に
対
し
交
付
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
（
条
例
第
２
条
），
調
査
研
究
の
た
め
に
仙
台
市
内
に
滞
在
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
あ
れ
ば
調
査
研
究
費
（「
会
派
又
は
議
員
が
行
う
県
の
事
務
，
地
方
行
財
政
等
に
関
す
る
調
査

研
究
（
視
察
を
含
む
。）
及
び
調
査
委
託
に
要
す
る
経
費
」）
か
ら
宿
泊
費
が
支
出
さ
れ
る
し
，
研
修
の

た
め
に
仙
台
市
内
に
滞
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
研
修
費
（「
会
派
又
は
議
員
が
行
う
研
修
会
，
講
演
会
等

の
実
施
（
共
同
開
催
を
含
む
。）
に
要
す
る
経
費
」）
か
ら
宿
泊
費
が
支
出
さ
れ
る
し
，
各
種
会
議
へ
の

参
加
の
た
め
に
仙
台
市
内
に
滞
在
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
会
議
費
（「
１
会
派
又
は
議
員
が
行

う
各
種
会
議
，
住
民
相
談
会
等
に
要
す
る
経
費
　
２
団
体
等
が
開
催
す
る
意
見
交
換
会
等
各
種
会
議
へ

の
会
派
又
は
議
員
と
し
て
の
参
加
に
要
す
る
経
費
」）
か
ら
宿
泊
費
が
支
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
選

挙
区
が
仙
台
市
外
で
あ
る
議
員
で
も
，
調
査
研
究
や
研
修
，
会
議
の
た
め
に
仙
台
に
滞
在
す
る
必
要
が

あ
る
と
き
に
は
政
務
活
動
費
か
ら
必
要
な
費
用
を
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
，
事
務
所
を

仙
台
市
内
に
設
け
る
必
要
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
 　
そ
し
て
調
査
研
究
や
研
修
，
会
議
以
外
の
政
務
活
動
で
あ
る
広
聴
広
報
，
要
請
陳
情
，
住
民
相
談
に

つ
い
て
は
選
挙
区
内
で
行
う
の
が
通
常
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
，
広
報
広
聴
，
要
請
陳
情
，
住
民
相

談
の
た
め
に
仙
台
市
内
に
事
務
所
を
設
け
る
必
要
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
は
政
務
活
動
の
た
め
に
到
底
必
要
で
な
い
の
で
あ
る
か

ら
，
安
部
孝
議
員
の
弁
明
は
不
当
で
あ
る
。

　
　
　
　
ニ
 　
総
括

　
　
　
　
　
 　
以
上
の
と
お
り
，
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
は
，
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所

と
は
言
え
な
い
点
，
仙
台
事
務
所
に
は
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
が
な
い
点
，
仙
台
事
務
所
は
生

計
を
一
に
す
る
親
族
で
あ
る
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
共
有
持
分
を
有
す
る
物
件
で
あ
る
点
で
，
違
法
か
つ
不
当

に
政
務
活
動
費
が
支
出
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
，
安
部
孝
議
員
の
弁
明
は
い
ず
れ
の
点
に
お
い
て
も

不
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
ロ
　
政
務
活
動
費
の
返
還
に
つ
い
て
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イ
 　
安
部
孝
議
員
の
弁
明
は
上
記
の
と
お
り
い
ず
れ
も
不
当
な
も
の
で
あ
る
が
，
安
部
孝
議
員
は
適
正
に
政

務
活
動
費
を
支
出
し
て
き
た
と
強
弁
し
て
い
る
。
し
か
し
安
部
孝
議
員
は
こ
の
よ
う
に
強
弁
す
る
一
方

で
，
適
正
に
政
務
活
動
費
を
支
出
し
て
き
た
も
の
の
，
県
民
に
対
す
る
け
じ
め
を
つ
け
る
こ
と
，
議
会
の

安
定
化
を
は
か
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
挙
げ
て
，
本
件
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
違
法
不
当
と
指
摘

さ
れ
た
政
務
活
動
費
を
返
還
す
る
意
向
を
示
し
た
。

　
　
　
　
　
 　
し
か
し
以
下
に
述
べ
る
と
お
り
，
安
部
孝
議
員
の
理
屈
に
従
え
ば
，
安
部
孝
議
員
は
政
務
活
動
費
の
合

計
額
に
相
当
す
る
金
員
を
宮
城
県
に
｢寄
付
｣す
る
こ
と
に
な
っ
て
，公
職
選
挙
法
第
199条

の
２
第
１
項
，

第
249条

の
２
に
違
反
す
る
違
法
行
為
と
な
り
得
る
（
宮
城
県
も
公
法
人
と
し
て
「
選
挙
区
内
の
者
」
に

当
た
り
得
る
）
こ
と
か
ら
，
県
は
安
部
孝
議
員
の
理
屈
に
基
づ
い
て
政
務
活
動
費
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
ロ
 　
安
部
孝
議
員
の
理
屈
に
従
っ
て
，
適
正
に
支
出
し
た
政
務
活
動
費
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
員
を
県
に

支
払
う
場
合
の
手
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
，
①
政
務
活
動
費
の
支
出
先
か
ら
，
支
出
し
た
政
務
活
動

費
に
相
当
す
る
金
員
を
取
り
戻
し
て
県
に
支
払
う
手
法
，
②
政
務
活
動
費
の
支
出
先
か
ら
政
務
活
動
費
に

相
当
す
る
金
員
を
取
り
戻
さ
ず
，
自
ら
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
か
ら
県
に
政
務
活
動
費
に
相
当
す
る
金
員
を

支
払
う
手
法
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
Ａ
 　
ま
ず
①
の
手
法
で
は
，
政
務
活
動
費
と
し
て
支
出
さ
れ
た
金
員
を
支
出
先
か
ら
取
り
戻
し
た
時
点

で
，
政
務
活
動
費
の
支
出
に
関
す
る
法
律
関
係
の
無
効
取
消
し
等
の
法
的
理
由
も
な
く
取
り
戻
す
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
，
支
出
先
か
ら
議
員
に
対
す
る
「
贈
与
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
な
る

と
政
務
活
動
費
の
支
出
先
か
ら
議
員
に
対
す
る
公
職
選
拳
法
上
禁
止
さ
れ
る
「
寄
付
」
と
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
か
ら
，
①
の
手
法
は
採
り
え
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
　
　
Ｂ
 　
次
に
②
の
手
法
で
は
，
政
務
活
動
費
の
支
出
は
終
了
し
た
と
い
う
法
律
関
係
の
も
と
で
，
議
員
が
政

務
活
動
費
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
員
を
県
に
支
払
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
，
議
員
が
県
に
支

払
う
金
員
の
法
的
性
格
は
政
務
活
動
費
で
は
な
く
，
単
な
る
金
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
う
な
る
と
，
上
記
の
と
お
り
安
部
孝
議
員
が
政
務
活
動
費
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
員
を

県
に
「
寄
付
」
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
以
下
詳
述
す
る
。

　
　
　
　
　
　
A
 　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
，
平
成
28年
２
月
19日
の
河
北
新
報
朝
刊
の
記
事
に
よ
れ
ば
，
議
会
事
務
局

は
「『
過
去
の
政
活
費
を
使
わ
な
い
こ
と
に
し
た
の
で
返
還
す
る
』
と
い
う
理
屈
。
問
題
は
な
い
と

い
う
認
識
だ
」
と
説
明
し
，
県
選
管
は
「
公
金
を
返
還
す
る
な
ら
寄
付
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

精
査
し
て
い
な
い
が
政
活
費
も
公
金
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
」
と
の
見
方
を
示
し
た
と
さ

れ
て
い
る
（
資
料
５
）。

　
　
　
　
　
　
　
 　
し
か
し
以
下
に
述
べ
る
と
お
り
，
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
支
出
の
仕
組
み
に
よ
れ

ば
，
安
部
孝
議
員
が
公
金
な
い
し
政
務
活
動
費
を
返
還
す
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。

　
　
　
　
　
　
B
　
政
務
活
動
費
の
支
出
に
関
す
る
法
律
関
係

　
　
　
　
　
　
　
 　
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
支
出
の
仕
組
み
は
，
政
務
活
動
費
は
一
旦
議
員
が
前
払
い

し
た
上
で
，
収
支
報
告
書
を
会
派
に
提
出
し
，
県
か
ら
各
会
派
に
交
付
さ
れ
プ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
政

務
活
動
費
か
ら
議
員
に
後
払
い
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
の
も
と
で
は
，

一
旦
議
員
が
収
支
報
告
書
を
会
派
に
提
出
し
て
政
務
活
動
費
の
支
払
い
を
請
求
す
れ
ば
，
県
に
は
会

派
を
経
由
し
て
議
員
に
当
該
政
務
活
動
費
を
支
払
う
義
務
が
発
生
し
，
議
員
は
政
務
活
動
費
の
支
払

い
を
受
け
る
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
実
際
に
議
員
に
対
し
て
政
務
活
動
費
の
支
払

い
が
な
さ
れ
れ
ば
，
当
該
政
務
活
動
費
の
支
出
に
関
す
る
法
律
関
係
は
終
了
す
る
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
政
務
活
動
費
の
支
払
い
に
よ
っ
て
議
員
の
手
元
に
入
っ
た
金
員
は
す
で
に
政

務
活
動
費
で
は
な
く
，
単
な
る
金
員
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
 　
こ
こ
で
政
務
活
動
費
の
支
払
い
に
よ
っ
て
議
員
の
手
元
に
入
っ
た
金
員
が
政
務
活
動
費
と
し
て
の

性
格
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
，
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
の
過
去
の
収
支
報
告
書
を
修
正
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
，
一
旦
終
了
し
た
政
務
活
動
費
の
支
出
に
関
す
る
法

律
関
係
を
復
活
さ
せ
て
政
務
活
動
費
の
性
格
を
取
り
戻
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
，
過
去
の
収
支
報
告

書
の
修
正
に
つ
い
て
実
質
的
な
修
正
理
由
す
な
わ
ち
政
務
活
動
費
の
支
出
に
つ
い
て
誤
り
が
あ
っ
た

こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
「
誤
り
」
に
つ
い
て
は
，
単
な

る
誤
記
や
勘
違
い
の
場
合
も
あ
ろ
う
し
，
違
法
不
当
な
支
出
で
あ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
C
　
議
会
事
務
局
な
い
し
県
選
管
の
解
釈
は
誤
っ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
 　
以
上
に
対
し
，
実
際
の
手
続
上
は
収
支
報
告
書
に
修
正
理
由
の
記
入
欄
は
な
く
，
議
員
は
収
支
報

告
書
を
修
正
す
る
に
あ
た
っ
て
修
正
理
由
の
説
明
を
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
，
政
務
活
動
費
の
支

出
に
つ
い
て
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
不
要
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。「
修
正
」
と
い

う
か
ら
に
は
過
去
の
収
支
報
告
書
の
内
容
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
が
当
然
の
前
提
で
あ
る
。
手
続
上
修

正
理
由
の
記
入
欄
が
な
く
，
修
正
理
由
の
説
明
を
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
，「
誤
り
」
が
な
い
の

に
「
修
正
」
で
き
る
と
結
び
つ
け
る
の
は
論
理
の
著
し
い
飛
躍
で
あ
る
し
そ
も
そ
も
論
理
矛
盾
で
あ

る
。「
誤
り
」
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
も
そ
も
「
修
正
」
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
 　
ま
た
議
員
が
所
属
会
派
に
対
し
て
政
務
活
動
費
の
支
払
い
を
「
請
求
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
」
と

い
う
理
由
か
ら
，
一
旦
議
員
が
所
属
会
派
に
対
し
て
政
務
活
動
費
を
請
求
し
て
受
領
し
た
後
自
由
に

「
使
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
で
き
る
」
も
し
く
は
「
請
求
し
な
か
っ
た
こ
と
に
で
き
る
」
と
解
釈
す
る

こ
と
は
，
公
金
に
関
す
る
法
律
関
係
の
安
定
性
，
公
金
に
関
す
る
明
朗
性
を
著
し
く
害
す
る
こ
と
に
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な
り
許
さ
れ
な
い
。
実
際
に
は
政
務
活
動
費
を
支
出
し
て
い
る
の
に
「
過
去
の
政
活
費
を
使
わ
な
い

こ
と
に
し
た
」
と
い
う
事
実
に
反
す
る
理
由
で
，
既
に
終
了
し
た
県
と
議
員
と
の
政
務
活
動
費
の
支

出
に
関
す
る
法
律
関
係
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
 　
さ
ら
に
「
公
金
を
返
還
す
る
な
ら
寄
付
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。
精
査
し
て
い
な
い
が
政
活

費
も
公
金
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
｡」
と
の
県
選
管
の
見
方
に
つ
い
て
も
，
事
実
に
反
す

る
理
由
で
の
「
修
正
」（
そ
も
そ
も
そ
れ
は
「
修
正
」
の
概
念
に
当
た
ら
な
い
が
）
が
可
能
で
あ
る

こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
論
理
で
あ
る
。
既
に
安
部
孝
議
員
に
対
し
て
政
務
活
動

費
が
所
属
会
派
か
ら
支
出
さ
れ
て
履
行
が
終
了
し
，
か
つ
「
修
正
」
が
許
さ
れ
な
い
以
上
，
安
部
孝

議
員
が
「
返
還
」
と
称
し
て
県
に
交
付
す
る
金
員
を
公
金
と
見
な
す
理
由
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
D
 　
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
，
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
支
出
の
仕
組
み
に
よ
れ

ば
，
安
部
孝
議
員
が
県
に
支
払
う
金
員
の
法
的
性
格
は
政
務
活
動
費
で
は
な
く
，
単
な
る
金
員
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
ハ
 　
そ
う
す
る
と
，
安
部
孝
議
員
が
県
に
政
務
活
動
費
を
返
還
す
る
た
め
に
は
，
政
務
活
動
費
の
支
出
が
違

法
不
当
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
，
政
務
活
動
費
の
支
出
を
修
正
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
，
安

部
孝
議
員
が
違
法
不
当
な
政
務
活
動
費
の
支
出
で
あ
る
こ
と
と
認
め
て
政
務
活
動
費
の
支
出
を
修
正
し
な

い
限
り
，
県
は
安
部
孝
議
員
か
ら
政
務
活
動
費
の
返
還
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
ハ
　
結
語

　
　
　
　
 　
仙
台
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
，
か
つ
て
宮
城
県
議
会
の
政
務
調
査
費
支
出
に
つ
い
て
訴
訟
を
行
い
，
平
成

21年
３
月
23日
宮
城
県
知
事
代
理
人
弁
護
士
及
び
当
時
の
各
会
派
代
理
人
で
あ
る
中
村
功
議
員
と
の
間
で
和

解
を
行
っ
た
。
そ
の
合
意
書
の
第
１
項
に
お
い
て
，「
宮
城
県
議
会
は
，
平
成
21年
４
月
以
降
，
政
務
調
査

費
に
つ
い
て
，「
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」（
平
成
16年
宮
城
県
条
例
第

38号
），「
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
」（
平
成
16年

宮
城
県
議

会
訓
令
甲
第
３
号
）
及
び
「
政
務
調
査
費
の
手
引
」（
平
成
21年
４
月
宮
城
県
議
会
作
成
）
に
し
た
が
い
運

用
す
る
｡」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
，
宮
城
県
議
会
は
当
時
の
「
政
務
調
査
費
の
手
引
」
す
な
わ
ち
現
在
の
手

引
き
を
遵
守
す
る
こ
と
を
誓
約
し
た
の
で
あ
る
（
資
料
４
）。

　
　
　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
宮
城
県
に
お
け
る
手
引
き
は
，
単
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
な
く
，
政
務
活
動
費
の
支
出

の
あ
り
方
に
つ
い
て
，
仙
台
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
の
関
係
で
法
的
な
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
手

引
き
に
は
こ
の
よ
う
な
法
的
な
拘
束
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
，
安
部
孝
議
員
の
政
務
活
動
費
の
支

出
の
違
法
性
，
不
当
性
に
つ
い
て
監
査
さ
れ
た
い
。

　
　
　
添
付
資
料

　
　
　
１
　
徳
島
地
方
裁
判
所
平
成
９
年
２
月
28日
判
決

　
　
　
２
　
所
得
税
基
本
通
達
２
－
47号

　
　
　
３
　
金
子
宏
「
租
税
法
」（
第
20版
）
286頁

（
弘
文
堂
，
2015年

）

　
　
　
４
　
合
意
書
の
写
し

　
　
　
５
　
安
部
孝
議
員
の
政
務
活
動
費
不
正
支
出
問
題
に
つ
い
て
の
新
聞
報
道
を
ま
と
め
た
も
の

　
　
⑵
　
補
充
書
面

　
　
　
 　
既
に
提
出
済
み
の
平
成
28年
２
月
８
日
付
宮
城
県
知
事
措
置
請
求
書
と
事
実
証
明
書
に
つ
い
て
，
貴
職
の
指

摘
に
従
っ
て
修
正
を
行
っ
た
の
で
，
添
付
の
と
お
り
提
出
す
る
。

　
　
　
 　
な
お
，
以
下
の
点
に
つ
い
て
補
充
す
る
。

　
　
　
イ
　
法
第
242条

第
２
項
の
請
求
期
間
制
限
に
つ
い
て

　
　
　
　
 　
法
第
242条

第
２
項
は
「
当
該
行
為
」
す
な
わ
ち
同
条
第
１
項
前
段
の
「
違
法
若
し
く
は
不
当
な
公
金
の

支
出
，
財
産
の
取
得
，
管
理
若
し
く
は
処
分
，
契
約
の
締
結
若
し
く
は
履
行
若
し
く
は
債
務
そ
の
他
の
義
務

の
負
担
」
が
「
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。」
と
定
め
て
お
り
，
同
条
第
１
項
後
段
の
「
違
法
若
し
く
は
不
当
に
公
金
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
若
し

く
は
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
（
以
下
「
怠
る
事
実
」
と
い
う
。）」
に
つ
い
て
は
請
求
期
間
制
限
を
設
け
て

い
な
い
。

　
　
　
　
 　
本
件
問
題
は
，
宮
城
県
知
事
が
安
部
孝
議
員
に
対
し
て
政
務
活
動
費
を
精
算
す
る
義
務
を
怠
っ
て
い
る
こ

と
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
，
法
第
242条

第
１
項
の
「
怠
る
事
実
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
，
本
件
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
同
条
第
２
項
の
期
間
制
限
に
か
か
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
　
 　
な
お
，
こ
れ
ま
で
仙
台
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
政
務
活
動
費
（
以
前
の
政
務
調
査
費
）
に
つ
い
て
住
民
監

査
請
求
を
行
っ
た
際
に
お
い
て
，
宮
城
県
知
事
の
「
怠
る
事
実
」
の
問
題
で
あ
る
以
上
，
法
第
242条

第
２

項
の
請
求
期
間
制
限
が
問
題
と
な
っ
た
例
は
な
い
こ
と
を
付
言
す
る
。

　
　
　
ロ
　
安
部
孝
議
員
の
政
務
活
動
費
の
充
当
に
か
か
る
利
得
に
つ
い
て

　
　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
は
，
条
例
に
違
反
し
て
政
務
活
動
費
を
充
当
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
，「
法
律
上
の
原
因

な
く
」
政
務
活
動
費
の
充
当
額
に
相
当
す
る
金
員
を
取
得
し
た
も
の
で
あ
り
，
民
法
第
703条

に
基
づ
い
て

違
法
不
当
に
充
当
し
た
政
務
活
動
費
全
額
の
返
還
義
務
を
負
う
。

　
　
　
　
 　
そ
し
て
平
成
28年
２
月
８
日
付
宮
城
県
知
事
措
置
請
求
書
及
び
同
月
23日
付
意
見
陳
述
書
に
お
い
て
詳
述

し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
，
安
部
孝
議
員
に
よ
る
政
務
活
動
費
の
充
当
は
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費

の
交
付
に
関
す
る
条
例
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
な
の
で
あ
る
か
ら
，
安
部
孝
議
員
は
条
例
に
違
反
す

る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
政
務
活
動
費
を
充
当
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
，
安
部
孝
議
員

は
「
悪
意
の
受
益
者
」
に
当
た
る
の
で
あ
っ
て
，
民
法
第
704条

に
基
づ
い
て
違
法
不
当
に
充
当
し
た
政
務

活
動
費
に
つ
い
て
利
息
（
民
法
第
404条

に
基
づ
い
て
年
５
分
）
を
付
し
て
返
還
す
る
義
務
を
負
う
。
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正
確
に
は
安
部
孝
議
員
が
政
務
活
動
費
を
各
支
払
い
に
充
当
し
た
各
時
点
が
起
算
点
と
な
る
べ
き
で
あ
る

が
，
計
算
が
煩
瑣
に
な
る
の
で
，
各
年
度
末
を
起
算
点
と
し
て
，
本
件
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
監
査
結
果

を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
４
月
８
日
ま
で
の
利
得
を
計
算
す
る
こ
と
と
す
る
。

年
　
　
度

起
　
算
　
点

違
法
不
当
に
充
当
し
た

政
務
活
動
費
の
金
額
　

利
得
の
金
額

平
成
21年
度

平
成
22年
３
月
31日

866,387円
260,865円

平
成
22年
度

平
成
23年
３
月
31日

837,381円
210,262円

平
成
23年
度

平
成
24年
３
月
31日

811,957円
163,281円

平
成
24年
度

平
成
25年
３
月
31日

949,280円
143,432円

平
成
25年
度

平
成
26年
３
月
31日

992,852円
100,373円

平
成
26年
度

平
成
27年
３
月
31日

1,000,799円
51,136円

　
　
　
　
 　
利
息
の
計
算
に
つ
い
て
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
，
利
息
の
合
計
金
額
は
92万
9,349円

と
な
る
。

第
６
　
監
査
の
結
果

　
１
　
事
実
関
係
の
確
認

　
　
 　
監
査
対
象
箇
所
で
あ
る
議
会
事
務
局
職
員
か
ら
の
聴
取
り
及
び
関
係
書
類
を
調
査
し
た
結
果
，
次
の
事
項
を
確

認
し
た
。

　
　
⑴
　
監
査
対
象
事
項
１
及
び
監
査
対
象
事
項
２
の
特
定

　
　
　
 　
平
成
22年
度
か
ら
平
成
26年
度
の
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
，
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
，
平
成
21年

度
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
は
，
条
例
第
17条
に
基
づ
き
５
年
を
経
過
し
た
平
成
27年
４
月
末
日
に
保
存
を
終
了

し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
イ
　
平
成
22年
度
政
務
調
査
費
の
交
付
及
び
収
支
報
告
の
状
況

　
　
　
　
　
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
　
　
　
資
料
購
入
費
 
33,077円

　
　
　
　
　
事
務
所
費
 
762,799円

　
　
　
　
　
事
務
費
 

41,505円
 

合
計
　
837,381円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
収
支
報
告
日
　
　
　
　
　
　
平
成
23年
６
月
16日

　
　
　
　
　
閲
覧
に
供
し
は
じ
め
た
日
　
平
成
23年
７
月
４
日

　
　
　
ロ
　
平
成
23年
度
政
務
調
査
費
の
交
付
及
び
収
支
報
告
の
状
況

　
　
　
　
　
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
　
　
　
資
料
購
入
費
 
26,557円

　
　
　
　
　
事
務
所
費
 
745,279円

　
　
　
　
　
事
務
費
 

40,121円
 

合
計
　
811,957円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
収
支
報
告
日
　
　
　
　
　
　
平
成
24年
６
月
７
日

　
　
　
　
　
閲
覧
に
供
し
は
じ
め
た
日
　
平
成
24年
７
月
２
日

　
　
　
ハ
　
平
成
24年
度
政
務
調
査
費
の
交
付
及
び
収
支
報
告
の
状
況

　
　
　
　
　
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
　
　
　
資
料
購
入
費
 
51,025円

　
　
　
　
　
事
務
所
費
 
851,524円

　
　
　
　
　
事
務
費
 

46,731円
 

合
計
　
949,280円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
収
支
報
告
日
　
　
　
　
　
　
平
成
25年
６
月
14日

　
　
　
　
　
閲
覧
に
供
し
は
じ
め
た
日
　
平
成
25年
７
月
１
日

　
　
　
ニ
　
平
成
25年
度
政
務
活
動
費
の
交
付
及
び
収
支
報
告
の
状
況

　
　
　
　
　
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
　
　
　
資
料
購
入
費
 
47,100円

　
　
　
　
　
事
務
所
費
 
898,373円

　
　
　
　
　
事
務
費
 

47,379円
 

合
計
　
992,852円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
収
支
報
告
日
　
　
　
　
　
　
平
成
26年
６
月
３
日

　
　
　
　
　
閲
覧
に
供
し
は
じ
め
た
日
　
平
成
26年
６
月
30日

　
　
　
ホ
　
平
成
26年
度
政
務
活
動
費
の
交
付
及
び
収
支
報
告
の
状
況

　
　
　
　
　
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
　
　
　
資
料
購
入
費
 
48,444円

　
　
　
　
　
事
務
所
費
 
909,557円

　
　
　
　
　
事
務
費
 

49,163円
 

合
計
　
1,007,164円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
収
支
報
告
日
　
　
　
　
　
　
平
成
27年
６
月
10日

　
　
　
　
　
閲
覧
に
供
し
は
じ
め
た
日
　
平
成
27年
６
月
30日

　
　
⑵
　
制
度
の
確
認

　
　
　
イ
　
本
件
住
民
監
査
請
求
に
係
る
条
例
等
の
推
移

　
　
　
　
 　
条
例
は
，
平
成
16年
に
「
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
と
し
て
制
定
さ
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れ
，
平
成
25年
３
月
１
日
に
現
在
の
条
例
に
改
正
さ
れ
施
行
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
 　
そ
の
改
正
概
要
は
，
次
の
６
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
イ
　
法
に
基
づ
き
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
変
更

　
　
　
　
ロ
　
第
１
条
を
趣
旨
に
改
め
，
目
的
を
新
設
す
る
第
２
条
に
明
記

　
　
　
　
ハ
 　
第
10条
（
政
務
調
査
費
の
使
途
）
を
削
除
し
，
新
た
に
第
２
条
（
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き

る
経
費
の
範
囲
）
を
設
け
，
そ
の
詳
細
を
別
表
と
し
て
明
記

　
　
　
　
ニ
 　
閲
覧
を
請
求
で
き
る
者
を
「
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
」，「
県
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個

人
又
は
法
人
」
か
ら
「
何
人
も
」
に
変
更

　
　
　
　
ホ
　
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
と
使
途
の
透
明
性
の
確
保
を
，
議
長
の
努
力
義
務
と
し
て
規
定

　
　
　
　
ヘ
　
条
ず
れ
の
是
正

　
　
　
　
　
 　
条
例
施
行
規
程
に
つ
い
て
も
同
様
に
，
平
成
16年
に
制
定
さ
れ
平
成
25年
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
 　
ま
た
，
手
引
き
に
つ
い
て
は
，
平
成
21年
３
月
27日
に
関
係
者
に
配
布
さ
れ
，
平
成
21年
度
政
務
調
査

費
か
ら
適
用
さ
れ
て
き
た
が
，
条
例
の
改
正
を
機
会
に
，「
使
途
」
と
い
う
表
現
を
「
政
務
活
動
費
を
充

て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
」
に
改
め
，
新
た
に
『
要
請
陳
情
等
活
動
費
』
を
追
記
し
，
そ
の
内
容

を
「
議
員
が
行
う
要
請
陳
情
活
動
，
住
民
相
談
等
の
活
動
に
要
す
る
経
費
」
と
す
る
等
の
改
正
を
行
っ
て

い
る
。

　
　
　
ロ
　
会
派
に
お
け
る
政
務
活
動
費
交
付
事
務
の
流
れ

　
　
　
　
 　
手
引
き
Ⅲ
フ
ロ
ー
・
記
載
例
等
の
６
に
「
会
派
に
お
け
る
政
務
活
動
費
交
付
事
務
の
流
れ
」
が
次
の
よ
う

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
１
 　
会
派
の
所
属
議
員
は
，「
平
成
　
年
　
月
分
支
出
報
告
書
」（
条
例
施
行
規
程
様
式
第
11号
の
２
）
に
よ

り
，
毎
月
の
政
務
活
動
費
の
支
出
額
を
と
り
ま
と
め
，
翌
月
の
末
日
ま
で
に
会
派
の
政
務
活
動
費
経
理
責

任
者
へ
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
２
 　
１
の
支
出
報
告
書
に
は
，
領
収
書
そ
の
他
証
拠
書
類
を
貼
付
し
た
「
領
収
書
等
添
付
票
」（
条
例
施
行

規
程
様
式
第
12号
）
及
び
支
払
証
明
書
（
条
例
施
行
規
程
様
式
第
13号
）
を
添
付
し
て
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

　
　
　
　
３
 　
政
務
活
動
で
旅
費
の
支
出
を
伴
っ
た
場
合
は
，「
政
務
活
動
実
績
報
告
書
（
政
務
活
動
記
録
簿
）」（
条

例
施
行
規
程
様
式
第
11号
の
３
）
を
作
成
し
，
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
４
 　
会
派
の
政
務
活
動
費
経
理
責
任
者
及
び
幹
事
長
は
，
所
属
議
員
か
ら
上
記
１
か
ら
３
ま
で
の
書
類
を
提

出
さ
れ
た
と
き
は
，
審
査
基
準
に
基
づ
き
審
査
を
行
い
，
そ
の
内
容
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
，

速
や
か
に
当
該
議
員
に
対
し
て
支
出
額
と
同
額
の
政
務
活
動
費
と
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
５
 　
会
派
の
政
務
活
動
費
経
理
責
任
者
は
，
会
派
共
通
経
費
か
ら
支
出
し
た
毎
月
の
支
出
内
容
に
つ
い
て
，

所
属
議
員
と
同
様
に
上
記
１
か
ら
３
ま
で
の
書
類
を
作
成
し
，
幹
事
長
に
提
出
し
て
審
査
を
受
け
る
も
の

と
す
る
。

　
　
　
　
　
 　
な
お
，
会
派
共
通
経
費
の
う
ち
，
海
外
調
査
費
及
び
事
務
所
費
に
つ
い
て
は
，
後
払
い
と
す
る
。

　
　
　
　
６
 　
会
派
の
政
務
活
動
費
経
理
責
任
者
及
び
幹
事
長
は
，
支
出
内
容
を
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
た
め
，「
平

成
　
年
　
月
分
支
出
報
告
書
」（
条
例
施
行
規
程
様
式
第
11号

の
２
）
の
確
認
欄
に
押
印
を
行
う
も
の
と

す
る
。

　
　
　
　
７
 　
会
派
の
政
務
活
動
費
経
理
責
任
者
は
，
所
属
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
て
審
査
を
終
え
た
上
記
１
か
ら
３
ま

で
の
書
類
及
び
会
派
の
共
通
経
費
支
出
に
つ
い
て
，
審
査
を
終
え
た
上
記
５
の
書
類
に
つ
い
て
，
そ
の
写

し
を
１
部
，
議
会
事
務
局
総
務
課
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
８
 　
無
会
派
議
員
に
あ
っ
て
も
，
会
派
の
取
扱
い
に
準
じ
て
，
上
記
１
か
ら
３
ま
で
の
書
類
を
整
備
し
，
そ

の
写
し
を
１
部
，
議
会
事
務
局
総
務
課
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
※
 上
記
の
「
条
例
施
行
規
程
」
と
は
，「
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
施

行
規
程
」
を
い
う
。

　
２
　
関
係
人
（
自
由
民
主
党
・
県
民
会
議
会
長
）
に
対
す
る
調
査
結
果

　
　
 　
自
由
民
主
党
・
県
民
会
議
会
長
に
対
し
，
請
求
人
の
主
張
に
対
す
る
見
解
を
文
書
に
よ
り
調
査
し
た
。
で
き
る

限
り
回
答
書
の
原
文
に
即
し
て
記
載
す
る
。

　
　
⑴
　
手
引
き
に
つ
い
て

　
　
　
 　
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
，
法
第
100条

第
14項

に
お
い
て
「
交
付
の
対
象
，
額
及
び
交
付
の
方
法
並
び
に

当
該
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
は
，
条
例
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ

て
お
り
，
宮
城
県
議
会
で
は
条
例
第
２
条
第
２
項
別
表
で
「
政
務
活
動
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
」
を
定

め
て
お
り
，
更
に
手
引
き
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
 　
こ
の
手
引
き
21ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
⑴
残
余
の
額
」
に
「
会
派
が
交
付
を
受
け
た
政
務
活
動
費
の

総
額
か
ら
，『
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
』
に
従
っ
て
行
っ
た
政
務
活
動
費
の
支
出

の
総
額
を
控
除
し
て
残
っ
た
額
」
と
し
て
い
ま
す
が
，
こ
の
「
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の

範
囲
」
は
，
４
ペ
ー
ジ
以
降
の
「
３
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
」
で
記
載
し
て
い
る

内
容
で
あ
り
，
こ
れ
ら
は
法
的
拘
束
力
が
あ
り
遵
守
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
か
。

　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
 　
手
引
き
の
中
で
示
し
て
い
る
「
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
」
に
つ
い
て
は
，
条

例
を
補
完
す
る
指
針
と
し
て
適
切
に
運
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
。

　
　
⑵
 　
宮
城
県
知
事
措
置
請
求
書
（
別
紙
写
し
の
と
お
り
）
で
違
法
か
つ
不
当
と
主
張
し
て
い
る
次
の
項
目
に
対
す

る
解
釈
に
つ
い
て
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イ
 　
「
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
は
，
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
と
は
言
え
な
い
こ

と
」
と
の
主
張
に
つ
い
て
（
請
求
書
⑶
－
ロ
－
イ
－
Ａ
，
意
見
陳
述
書
イ
－
ハ
）

　
　
　
　
 　
手
引
き
４
ペ
ー
ジ
，
事
務
所
費
の
内
容
に
「
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
の
設
置
及

び
管
理
に
要
す
る
経
費
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
 　
請
求
人
は
「
議
員
と
し
て
広
聴
広
報
を
行
っ
た
り
，
住
民
の
要
請
陳
情
等
を
受
け
た
り
す
る
な
ど
政
務
活

動
を
行
う
地
域
は
，
主
と
し
て
宮
城
選
挙
区
で
あ
る
松
島
町
，
利
府
町
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，

仙
台
市
内
に
お
い
て
は
安
部
孝
議
員
が
政
務
活
動
を
行
う
拠
点
は
必
要
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
，
安
部
孝
議

員
の
仙
台
事
務
所
は
，
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
と
は
言
え
な
い
。」
等
と
主
張
し

て
い
ま
す
が
，
選
挙
区
以
外
の
場
所
に
事
務
所
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
県
議
会
議
員
の
活
動
は
選
挙
区
に
関
す
る
場
合
と
選
挙
区
以
外
に
関
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
選
挙
区

以
外
に
お
い
て
の
議
員
活
動
実
態
が
あ
る
と
す
れ
ば
，
議
員
事
務
所
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
当
該
議
員
の

判
断
に
よ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　
　
　
ロ
 　
「
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
に
は
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
が
な
い
こ
と
」
と
の
主
張
に
つ
い

て
（
請
求
書
⑶
－
ロ
－
イ
－
Ｂ
，
意
見
陳
述
書
イ
－
ロ
）

　
　
　
　
 　
手
引
き
13ペ

ー
ジ
，
事
務
所
経
費
の
⑴
事
務
所
の
要
件
イ
と
し
て
，「
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態

を
有
し
て
い
る
こ
と
（
〇
〇
議
員
事
務
所
等
の
看
板
設
置
等
）」
と
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
 　
請
求
人
は
，
陳
述
で
「
議
員
の
事
務
所
の
あ
る
建
物
を
，
公
道
を
歩
い
て
い
る
県
民
か
ら
見
て
，
議
員
の

事
務
所
と
分
か
る
よ
う
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
等
と
主
張
し
て
い
ま
す
が
，
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
議
員
事
務
所
は
戸
建
て
の
場
合
と
ビ
ル
の
一
室
の
場
合
等
，
様
々
な
状
況
が
あ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

よ
っ
て
，「
外
形
上
の
形
態
を
有
し
て
い
る
こ
と
」
の
要
件
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
所
の
実
態
に
応
じ
て
適

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
。

　
　
　
ハ
 　
「
安
部
孝
議
員
が
賃
借
し
て
い
る
仙
台
事
務
所
は
生
計
を
一
に
す
る
親
族
が
所
有
す
る
事
務
所
で
あ
る
疑

い
が
大
き
い
こ
と
」
と
の
主
張
に
つ
い
て
（
請
求
書
⑶
－
ロ
－
イ
－
Ｃ
，
意
見
陳
述
書
イ
－
イ
）

　
　
　
　
 　
手
引
き
13ペ
ー
ジ
，
事
務
所
経
費
の
内
容
に
「
な
お
，
事
務
所
が
自
己
所
有
又
は
生
計
を
一
に
す
る
親
族

の
所
有
で
あ
る
場
合
は
，
事
務
所
賃
借
料
に
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
。」
と
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
 　
請
求
人
は
「
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
平
成
24年
６
月
以
降
仙
台
事
務
所
が
入
っ
た
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町

４
－
34所
在
の
建
物
に
お
い
て
安
部
孝
議
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
〇
〇
〇

〇
〇
氏
と
安
部
孝
議
員
と
の
親
密
な
関
係
か
ら
す
れ
ば
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
安
部
孝
議
員
と
は
「
生
計
を
一

に
す
る
親
族
」
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
強
く
疑
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。」
と
主
張
し
，
陳
述
に
お
い
て
も
，

「
生
計
を
一
に
す
る
親
族
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
が
，
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
過
日
，
安
部
孝
議
員
は
会
派
総
会
に
お
い
て
，
①
収
入
は
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
こ
と
，
②
電
気
代
，
電
話

料
等
支
払
い
は
別
々
で
あ
る
こ
と
，
③
よ
っ
て
，
生
計
は
一
つ
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。
そ
の

結
果
，
会
派
と
し
て
は
，
説
明
を
了
承
し
ま
し
た
。

　
　
　
ニ
 　
「
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
に
か
か
る
資
料
購
入
費
及
び
事
務
費
の
支
出
は
違
法
不
当
で
あ
る
。」
と

の
主
張
に
つ
い
て
（
請
求
書
⑶
－
ロ
－
ロ
）

　
　
　
　
 　
請
求
人
は
「
安
部
孝
議
員
は
こ
の
よ
う
に
違
法
不
当
に
政
務
活
動
費
か
ら
事
務
所
費
を
支
出
し
て
い
た
仙

台
事
務
所
に
送
付
さ
れ
て
い
た
新
聞
の
料
金
を
資
料
購
入
費
と
し
て
支
出
し
，
仙
台
事
務
所
に
お
い
て
使
用

し
て
い
た
電
話
の
使
用
料
金
を
事
務
費
と
し
て
支
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
，
か
か
る
資
料
購
入
費
と
事

務
費
の
支
出
に
つ
い
て
も
違
法
不
当
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
主
張
し
て
い
ま
す
が
，
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
電
話
の
使
用
料
金
と
し
て
の
事
務
費
と
新
聞
料
金
と
し
て
の
資
料
購
入
費
に
つ
い
て
は
，
政
務
活
動
に

通
じ
る
情
報
を
得
て
い
る
こ
と
に
よ
り
政
務
活
動
費
を
支
出
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　
　
⑶
　
条
例
第
11条
に
基
づ
き
行
う
議
員
の
指
導
監
督
の
内
容
等
に
つ
い
て

　
　
　
 　
各
議
員
か
ら
会
派
に
支
出
報
告
書
等
の
書
類
が
提
出
さ
れ
た
と
き
，
⑵
－
イ
～
ニ
の
確
認
を
ど
の
よ
う
な
体

制
で
，
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
審
査
，
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。

　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
 　
会
派
経
理
責
任
者
と
し
て
の
事
務
局
長
と
会
派
運
営
統
括
と
し
て
の
幹
事
長
が
，
各
議
員
の
毎
月
の
支
出

報
告
書
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
，
疑
義
が
あ
る
場
合
は
直
接
本
人
に
確
認
し
て
い
ま
す
。

　
　
⑷
 　
平
成
21年
度
か
ら
平
成
26年
度
に
会
派
か
ら
安
部
孝
議
員
に
交
付
し
た
政
務
活
動
費
の
交
付
の
状
況
に
つ
い

て

　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
 　
別
紙
の
通
り
提
出
い
た
し
ま
す
。
た
だ
し
，
平
成
21年
度
分
に
つ
い
て
は
保
管
義
務
年
限
を
超
え
て
い
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

　
３
　
関
係
人
（
安
部
孝
議
員
）
に
対
す
る
調
査
結
果

　
　
 　
安
部
孝
議
員
に
対
し
，
請
求
人
の
主
張
等
に
対
す
る
意
見
を
文
書
に
よ
り
調
査
し
た
。
で
き
る
限
り
回
答
書
の

原
文
に
即
し
て
記
載
す
る
。

　
　
⑴
 　
宮
城
県
知
事
措
置
請
求
書
（
別
紙
写
し
の
と
お
り
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
次
の
項
目
に
つ
い
て
，
事
実
関
係
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の
有
無
に
つ
い
て
（
添
付
資
料
の
内
容
含
む
）

　
　
　
イ
 　
「
安
部
孝
議
員
は
，
宮
城
選
挙
区
（
松
島
町
・
利
府
町
）
を
選
挙
区
と
し
て
平
成
11年
に
初
当
選
し
，
現

在
５
期
連
続
で
宮
城
県
議
会
議
員
を
務
め
，
平
成
27年
11月
27日
よ
り
宮
城
県
議
会
議
長
の
役
職
に
あ
る
。

そ
し
て
宮
城
選
挙
区
選
出
議
員
と
し
て
松
島
町
，
利
府
町
に
そ
れ
ぞ
れ
事
務
所
を
持
ち
な
が
ら
，
後
述
の
と

お
り
仙
台
市
内
に
お
い
て
も
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
共
有
持
分
を
有
す
る
不
動
産
を
賃
借
し
て
事
務
所
を
構
え
て

い
る
。」
と
の
指
摘
に
つ
い
て
の
事
実
は
ど
う
で
す
か
。（
請
求
書
⑵
－
イ
－
ロ
）

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
「
安
部
孝
議
員
は
，
宮
城
選
挙
区
（
松
島
町
・
利
府
町
）
を
選
挙
区
と
し
て
平
成
11年
に
初
当
選
し
，

現
在
５
期
連
続
で
宮
城
県
議
会
議
員
を
務
め
，
平
成
27年
11月
27日
よ
り
宮
城
県
議
会
議
長
の
役
職
に
あ

る
。」
と
の
記
述
は
事
実
で
す
。

　
　
　
　
　
 　
「
そ
し
て
宮
城
選
挙
区
選
出
議
員
と
し
て
松
島
町
，
利
府
町
に
そ
れ
ぞ
れ
事
務
所
を
持
ち
な
が
ら
，
後

述
の
と
お
り
仙
台
市
内
に
お
い
て
も
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
共
有
持
分
を
有
す
る
不
動
産
を
賃
借
し
て
事
務
所

を
構
え
て
い
る
。」
に
つ
い
て
，
選
挙
区
内
と
県
庁
所
在
地
の
仙
台
市
内
に
事
務
所
を
構
え
て
い
る
事
は

事
実
で
あ
り
ま
す
が
，
共
有
持
分
に
つ
い
て
は
ハ
，
ニ
で
詳
細
に
回
答
致
し
ま
す
。

　
　
　
ロ
 　
「
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
，
後
述
の
と
お
り
，
安
部
孝
議
員
が
平
成
21年
４
月
以
降
仙
台
事
務
所
と
し
て
賃
借

し
て
い
る
不
動
産
の
共
有
持
分
を
有
す
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
，
安
部
孝
県
政
報
告
会
に
お
い
て
安
部
孝
議

員
の
夫
人
と
し
て
出
席
す
る
と
と
も
に
，
安
部
た
か
し
後
援
会
の
平
成
24年
以
降
の
政
治
資
金
収
支
報
告
書

に
お
い
て
は
会
計
責
任
者
「
〇
〇
〇
〇
〇
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
。」
と
の
指
摘
に
つ
い
て

の
事
実
は
ど
う
で
す
か
。（
請
求
書
⑵
－
イ
－
ハ
）

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
「
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
，
後
述
の
と
お
り
，
安
部
孝
議
員
が
平
成
21年
４
月
以
降
仙
台
事
務
所
と
し
て
賃

借
し
て
い
る
不
動
産
の
共
有
持
分
を
有
す
る
者
で
あ
る
。」
と
の
記
述
に
つ
い
て
は
，
前
述
の
と
お
り
ハ
，

ニ
で
詳
細
に
回
答
致
し
ま
す
。

　
　
　
ハ
 　
「
安
部
孝
議
員
は
，
平
成
21年
４
月
以
降
，
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
３
－
18（
地
番
：
仙
台
市
青
葉

区
堤
通
雨
宮
町
108－

１
）
所
在
の
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
を
仙
台
事
務
所
と
し
て
使
用
し
て
い
た
。
こ

の
関
係
資
料
に
よ
れ
ば
，
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
は
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
平
成
７
年
８
月
１
日
ま
で
居
住
し

て
い
た
部
屋
で
あ
り
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
父
が
平
成
18年
８
月
29日
に
逝
去
し
て
か
ら
は
〇
〇
〇
〇
〇
氏
ら

が
共
有
し
て
い
る
（
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
共
有
持
分
は
４
分
の
１
で
あ
る
｡）。」

と
の
指
摘
に
つ
い
て
の
事
実

は
ど
う
で
す
か
。（
請
求
書
⑵
－
ロ
－
イ
）

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
「
安
部
孝
議
員
は
，
平
成
21年
４
月
以
降
，
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
３
－
18（
地
番
：
仙
台
市
青

葉
区
堤
通
雨
宮
町
108－

１
）
所
在
の
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
を
仙
台
事
務
所
と
し
て
使
用
し
て
い

た
。」
と
の
記
述
は
事
実
で
す
。

　
　
　
　
　
 　
「
こ
の
関
係
資
料
に
よ
れ
ば
，
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
は
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
平
成
７
年
８
月
１
日
ま

で
居
住
し
て
い
た
部
屋
で
あ
り
（
資
料
３
）」
の
記
述
に
つ
い
て
。
い
つ
か
ら
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の

か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
，
〇
〇
〇
〇
〇
は
，
少
な
く
と
も
平
成
６
年
７
月
20日
よ
り
平
成
７
年
９
月
４

日
ま
で
海
外
に
住
ん
で
お
り
，
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
に
は
居
住
し
て
い
な
い
，
〇
〇
〇
〇
〇
の
親
が

他
の
人
に
賃
貸
し
て
い
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
 　
「
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
父
が
平
成
18年
８
月
29日
に
逝
去
し
て
か
ら
は
〇
〇
〇
〇
〇
氏
ら
が
共
有
し
て
い

る
（
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
共
有
持
分
は
４
分
の
１
で
あ
る
｡）。」

に
つ
い
て
。
仙
台
法
務
局
の
平
成
22年
７

月
９
日
の
登
記
簿
，
及
び
平
成
26年
６
月
25日
の
登
記
簿
に
よ
る
と
，
所
有
者
は
〇
〇
〇
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
　
　
ニ
 　
「
安
部
孝
議
員
は
，
平
成
24年
６
月
，
仙
台
事
務
所
を
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４
－
34所
在
の
建
物

に
移
転
し
，
賃
料
を
大
隆
株
式
会
社
に
支
払
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
 　
こ
の
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４
－
34所
在
の
建
物
は
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
現
在
居
住
し
て
い
る
建
物

（
同
建
物
は
一
体
の
建
物
で
あ
っ
て
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
な
い
｡）
で
あ
り
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
父
が
平
成
18

年
８
月
29日
に
逝
去
し
て
か
ら
は
〇
〇
〇
〇
〇
氏
ら
が
共
有
し
て
い
る
（
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
共
有
持
分
は
４

分
の
１
で
あ
る
｡）。
同
建
物
は
「
〇
〇
産
婦
人
科
」
と
い
う
複
数
の
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
，
安

部
孝
議
員
の
事
務
所
で
あ
る
こ
と
を
示
す
看
板
等
は
同
建
物
周
辺
か
ら
見
る
限
り
外
観
上
は
全
く
見
当
た
ら

な
い
。

　
　
　
　
 　
ま
た
，
大
隆
株
式
会
社
（
本
店
所
在
地
：
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４
－
34）
の
登
記
簿
に
よ
れ
ば
，

同
社
は
取
締
役
を
〇
〇
〇
〇
〇
氏
ら
〇
〇
家
の
親
族
が
務
め
る
親
族
会
社
で
あ
り
，
不
動
産
の
売
買
及
び
賃

貸
や
医
療
用
機
械
器
具
の
取
扱
い
等
を
業
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
。
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
平
成
26年
６
月
11

日
よ
り
大
隆
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
に
就
任
し
て
い
る
。」
と
の
指
摘
に
つ
い
て
の
事
実
は
ど
う
で
す
か
。

（
請
求
書
⑵
－
ロ
－
ロ
）

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
「
安
部
孝
議
員
は
，
平
成
24年
６
月
，
仙
台
事
務
所
を
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４
－
34所
在
の
建

物
に
移
転
し
，
賃
料
を
大
隆
株
式
会
社
に
支
払
う
よ
う
に
な
っ
た
。（
資
料
５
）」
に
つ
い
て
は
事
実
で
す
。

　
　
　
　
　
 　
「
こ
の
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４
－
34所
在
の
建
物
は
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
が
現
在
居
住
し
て
い
る

建
物
（
同
建
物
は
一
体
の
建
物
で
あ
っ
て
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
な
い
｡）
で
あ
り
，」
の
記
述
に
つ
い
て
。
〇

〇
〇
〇
〇
が
現
在
居
住
し
て
い
る
建
物
で
は
あ
り
ま
す
が
，「
同
建
物
は
一
体
の
建
物
で
あ
っ
て
マ
ン

シ
ョ
ン
で
は
な
い
」
と
の
記
載
は
間
違
い
で
す
。
建
物
１
階
の
入
り
口
部
分
に
は
，
マ
ン
シ
ョ
ン
形
式
の
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イ
ン
タ
ー
ホ
ン
と
４
つ
の
郵
便
受
け
が
あ
り
，
ま
た
階
別
に
玄
関
と
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
が
あ
り
ま
す
。
電
気

と
ガ
ス
の
メ
ー
タ
ー
は
階
別
に
あ
り
，
電
話
も
階
別
に
契
約
し
て
い
ま
す
。
別
の
階
に
行
く
に
は
，
内
階

段
が
な
い
た
め
避
難
用
の
外
階
段
か
エ
レ
ベ
ー
タ
を
使
用
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
 　
「
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
父
が
平
成
18年
８
月
29日
に
逝
去
し
て
か
ら
は
〇
〇
〇
〇
〇
氏
ら
が
共
有
し
て
い

る
（
〇
〇
〇
〇
〇
氏
の
共
有
持
分
は
４
分
の
１
で
あ
る
｡）（
資
料
６
）。」
の
記
述
は
間
違
い
で
す
。
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
が
出
し
て
い
る
資
料
６
は
，
仙
台
事
務
所
と
し
て
賃
借
し
て
い
る
事
務
所
が
入
っ
て
い
る
建
物

の
登
記
簿
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
正
し
い
登
記
簿
に
よ
る
と
，
入
居
し
た
当
時
の
所
有
者
は
〇
〇
〇
２
分
の

１
，
〇
〇
〇
〇
２
分
の
１
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
賃
借
し
て
い
る
途
中
の
平
成
25年
６
月
５
日
付
け
で

〇
〇
〇
〇
〇
の
共
有
持
分
８
分
の
１
と
登
記
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　
　
　
　
　
 　
「
同
建
物
は
『
〇
〇
産
婦
人
科
』
と
い
う
複
数
の
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
，
安
部
孝
議
員
の

事
務
所
で
あ
る
こ
と
を
示
す
看
板
等
は
同
建
物
周
辺
か
ら
見
る
限
り
外
観
上
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
。」

と
の
記
述
に
つ
い
て
。
事
務
所
の
看
板
に
つ
い
て
は
，
別
紙
の
写
真
の
通
り
で
あ
り
，
外
形
上
の
形
態
を

有
し
て
い
な
い
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
 　
「
大
隆
株
式
会
社
の
登
記
簿
に
よ
れ
ば
，
同
社
は
取
締
役
を
〇
〇
〇
〇
〇
氏
ら
〇
〇
家
の
親
族
が
務
め

る
親
族
会
社
で
あ
り
，
不
動
産
の
売
買
及
び
賃
貸
や
医
療
用
機
械
器
具
の
取
扱
い
等
を
業
と
す
る
株
式
会

社
で
あ
る
。
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
平
成
26年
６
月
11日
よ
り
大
隆
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
に
就
任
し
て
い

る
。」
と
の
記
述
に
つ
い
て
，
登
記
簿
に
つ
い
て
は
事
実
で
す
が
，
現
在
不
動
産
の
賃
貸
だ
け
を
し
て
い

ま
す
。

　
　
　
ホ
 　
「
安
部
孝
議
員
は
，
別
紙
事
実
証
明
書
記
載
の
と
お
り
，
平
成
21年
４
月
か
ら
平
成
27年
３
月
ま
で
，
政

務
活
動
費
か
ら
事
務
所
費
と
し
て
仙
台
事
務
所
の
賃
料
，
同
室
の
利
用
の
た
め
に
生
じ
た
光
熱
費
等
を
支
出

し
，
資
料
購
入
費
と
し
て
同
室
で
と
っ
て
い
た
新
聞
の
代
金
を
支
出
し
，
事
務
費
と
し
て
同
室
に
お
い
て
使

用
し
て
い
た
電
話
の
料
金
を
支
出
し
て
い
た
｡
こ
れ
ら
安
部
孝
議
員
の
支
出
合
計
額
は
545万

8,656円
に
及

ぶ
。（
添
付
資
料
平
成
21年

度
か
ら
平
成
26年

度
ま
で
の
政
務
活
動
費
の
支
出
に
つ
い
て
の
事
実
証
明
書
の

内
容
含
む
。）」
と
の
指
摘
に
つ
い
て
の
事
実
は
ど
う
で
す
か
。（
請
求
書
⑵
－
ロ
－
ハ
）

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
ホ
に
つ
い
て
は
，
指
摘
の
通
り
で
す
。

　
　
⑵
　
宮
城
県
知
事
措
置
請
求
書
で
違
法
か
つ
不
当
と
主
張
し
て
い
る
次
の
項
目
に
対
す
る
意
見
に
つ
い
て

　
　
　
イ
 　
「
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
は
，
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
と
は
言
え
な
い
こ

と
」
と
の
主
張
に
つ
い
て
（
請
求
書
⑶
－
ロ
－
イ
－
Ａ
，
意
見
陳
述
書
イ
－
ハ
）

　
　
　
　
 　
手
引
き
４
ペ
ー
ジ
，
事
務
所
費
の
内
容
に
「
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
の
設
置
及

び
管
理
に
要
す
る
経
費
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
 　
請
求
人
は
「
議
員
と
し
て
広
聴
広
報
を
行
っ
た
り
，
住
民
の
要
請
陳
情
等
を
受
け
た
り
す
る
な
ど
政
務
活

動
を
行
う
地
域
は
，
主
と
し
て
宮
城
選
挙
区
で
あ
る
松
島
町
，
利
府
町
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，

仙
台
市
内
に
お
い
て
は
安
部
孝
議
員
が
政
務
活
動
を
行
う
拠
点
は
必
要
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
，
安
部
孝
議

員
の
仙
台
事
務
所
は
，
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
と
は
言
え
な
い
。」
等
と
主
張
し

て
い
ま
す
が
，
選
挙
区
以
外
の
場
所
に
事
務
所
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
選
挙
区
以
外
の
場
所
に
事
務
所
を
設
置
す
る
こ
と
は
，
県
庁
所
在
地
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
ま
す
。
以
下
，
理
由
を
述
べ
ま
す
。

　
　
　
　
　
 　
条
例
第
２
条
を
引
用
し
，「
手
引
き
」
に
は
，
政
務
活
動
費
は
「
調
査
研
究
，
研
修
，
広
聴
広
報
，
要

請
陳
情
，
住
民
相
談
，
各
種
会
議
へ
の
参
加
等
，
県
政
の
課
題
及
び
県
民
の
意
思
を
把
握
し
，
県
政
に
反

映
さ
せ
る
活
動
，
そ
の
他
住
民
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
」
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
 　
ま
た
，
事
務
所
費
に
つ
い
て
は
，「
議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
の
設
置
及
び
管

理
に
要
す
る
経
費
」
と
な
っ
て
お
り
，
選
挙
区
だ
け
の
事
務
所
と
は
記
述
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
 　
県
議
会
議
員
に
は
，
選
出
さ
れ
た
選
挙
区
を
考
え
る
役
割
と
，
選
挙
区
以
外
の
県
全
体
を
考
え
る
役
割

が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
 　
県
政
の
課
題
等
を
直
接
県
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
は
，
県
庁
の
近
く
に
事
務
所
を
設
置
し
，
県
職
員

等
と
意
見
交
換
す
る
こ
と
は
大
い
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
す
。
ま
た
，
県
政
発
展
の
た
め
の
政
務
活
動
が

効
率
的
に
な
り
，
県
民
か
ら
よ
り
多
く
の
意
見
聴
取
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
 　
さ
ら
に
仙
台
市
内
に
は
各
種
諸
団
体
等
の
事
務
所
が
数
多
く
あ
る
た
め
，
仙
台
に
事
務
所
を
置
く
こ
と

に
よ
り
，
調
査
研
究
，
研
修
や
各
種
会
議
等
へ
の
参
加
の
機
会
に
も
恵
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
県
政
課
題
や
政
策
に
つ
い
て
十
分
に
把
握
が
で
き
，
強
力
に
住
民
福
祉
の
増
進
を
は
か
る
こ
と
に

も
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
 　
県
庁
所
在
地
に
事
務
所
を
設
置
で
き
る
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
県
も
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
 　
本
県
で
は
，
平
成
13年
度
末
ま
で
議
員
の
た
め
の
宿
舎
が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
「
大
震
災
」
を
経
験
し

て
か
ら
，
必
要
で
あ
る
と
い
う
議
員
の
声
が
数
多
く
な
り
ま
し
た
。
実
際
，
東
日
本
大
震
災
の
時
に
は
，

仙
台
事
務
所
は
他
県
か
ら
来
る
様
々
な
震
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
拠
点
と
な
り
大
変
役
立
ち
ま
し
た
。

　
　
　
ロ
 　
「
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
に
は
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
が
な
い
こ
と
」
と
の
主
張
に
つ
い

て
（
請
求
書
⑶
－
ロ
－
イ
－
Ｂ
，
意
見
陳
述
書
イ
－
ロ
）

　
　
　
　
 　
手
引
き
13ペ

ー
ジ
，
事
務
所
経
費
の
⑴
事
務
所
の
要
件
イ
と
し
て
，「
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態

を
有
し
て
い
る
こ
と
（
〇
〇
議
員
事
務
所
等
の
看
板
設
置
等
）」
と
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
 　
請
求
人
は
，
陳
述
で
「
議
員
の
事
務
所
の
あ
る
建
物
を
，
公
道
を
歩
い
て
い
る
県
民
か
ら
見
て
，
議
員
の
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事
務
所
と
分
か
る
よ
う
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
等
と
主
張
し
て
い
ま
す
が
，
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
「
手
引
き
」
で
は
，
事
務
所
の
要
件
と
し
て
，「
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
を
有
し
て
い
る
こ

と
（
〇
〇
議
員
事
務
所
等
の
看
板
設
置
等
）」
と
し
て
い
ま
す
が
，
別
紙
写
真
で
示
し
た
通
り
で
あ
り
，

外
形
上
の
形
態
を
有
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
 　
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
，
当
時
の
管
理
人
に
，
事
務
所
と
分
か
る
よ
う
に
し
た
い
旨
相
談
し
，

郵
便
受
け
と
部
屋
の
前
に
の
み
安
部
孝
事
務
所
と
表
示
し
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
 　
請
求
人
は
「
公
道
を
歩
い
て
い
る
県
民
か
ら
見
て
，
議
員
事
務
所
と
分
か
る
よ
う
な
表
示
」
と
主
張
し

て
い
ま
す
が
，「
手
引
き
」
に
は
「
公
道
か
ら
」
と
い
う
記
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
ハ
 　
「
安
部
孝
議
員
が
賃
借
し
て
い
る
仙
台
事
務
所
は
生
計
を
一
に
す
る
親
族
が
所
有
す
る
事
務
所
で
あ
る
疑

い
が
大
き
い
こ
と
」
と
の
主
張
に
つ
い
て
（
請
求
書
⑶
－
ロ
－
イ
－
Ｃ
，
意
見
陳
述
書
イ
－
イ
）

　
　
　
　
 　
手
引
き
13ペ
ー
ジ
，
事
務
所
経
費
の
内
容
に
「
な
お
，
事
務
所
が
自
己
所
有
又
は
生
計
を
一
に
す
る
親
族

の
所
有
で
あ
る
場
合
は
，
事
務
所
賃
借
料
に
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
。」
と
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
 　
請
求
人
は
「
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
平
成
24年
６
月
以
降
仙
台
事
務
所
が
入
っ
た
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町

４
－
34所
在
の
建
物
に
お
い
て
安
部
孝
議
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
〇
〇
〇

〇
〇
氏
と
安
部
孝
議
員
と
の
親
密
な
関
係
か
ら
す
れ
ば
，
〇
〇
〇
〇
〇
氏
は
安
部
孝
議
員
と
は
「
生
計
を
一

に
す
る
親
族
」
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
強
く
疑
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。」
と
主
張
し
，
陳
述
に
お
い
て
も
，

「
生
計
を
一
に
す
る
親
族
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
が
，
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
〇
〇
〇
〇
〇
は
，
当
時
骨
折
を
繰
り
返
し
て
い
た
母
親
が
い
た
こ
と
も
あ
り
，
別
の
階
に
居
住
し
て
い

ま
し
た
が
，
賃
借
し
て
い
た
３
階
の
事
務
所
で
政
務
活
動
の
手
伝
い
は
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
 　
「
生
計
を
一
に
す
る
親
族
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
。
国
税
通
則
法
基
本
通
達
に
よ
れ
ば
，「
同
居
し
て

い
て
も
，
お
互
い
に
独
立
し
て
日
常
生
活
の
資
を
共
通
し
て
い
な
い
」
場
合
は
「
生
計
を
一
に
す
る
」
に

は
該
当
し
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
，
所
得
税
基
本
通
達
に
は
，
同
一
の
家
屋
に
起
居
し
て
い
る
場
合

に
は
，
明
ら
か
に
独
立
し
た
生
計
を
営
ん
で
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
「
生
計
を
一
に
す
る
」
に
該

当
し
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
大
阪
府
議
会
や
兵
庫
県
議
会
等
で
も
，
国
税
庁
所
得
税
基
本
通
達
が
使
途
基

準
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
 　
さ
ら
に
，
平
成
９
年
の
徳
島
地
裁
の
判
例
の
「
独
立
性
の
判
断
基
準
の
例
」
に
よ
れ
ば
，
物
理
的
側
面

と
し
て
「
水
道
光
熱
費
・
電
話
代
等
が
使
用
料
に
応
じ
て
実
費
精
算
さ
れ
て
い
る
」，
経
済
的
側
面
と
し

て
「
不
動
産
登
記
が
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
登
記
さ
れ
て
い
る
」
場
合
に
は
独
立
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
，「
住
民
票
や
国
保
上
の
２
人
の
関
係
が
世
帯
主
及
び
世
帯
者
で
あ
る
」
時
も
あ
て
は
ま
る
と
し
て

い
ま
す
。

　
　
　
　
　
 　
平
成
28年
２
月
23日

の
朝
日
新
聞
の
記
事
で
は
，「
内
縁
の
妻
を
め
ぐ
り
，
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
は
，
親
族
関
係
に
な
い
の
で
配
偶
者
控
除
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
照
ら
せ

ば
，
親
族
で
な
い
以
上
不
当
な
支
出
に
あ
た
ら
な
い
可
能
性
も
高
ま
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
 　
よ
っ
て
，「
生
計
を
一
に
す
る
親
族
」
に
つ
い
て
は
，
国
税
や
所
得
税
の
通
達
ま
た
判
例
等
を
尊
重
し

て
対
応
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
ニ
 　
「
安
部
孝
議
員
の
仙
台
事
務
所
に
か
か
る
資
料
購
入
費
及
び
事
務
費
の
支
出
は
違
法
不
当
で
あ
る
。」
と

の
主
張
に
つ
い
て
（
請
求
書
⑶
－
ロ
－
ロ
）

　
　
　
　
 　
請
求
人
は
「
安
部
孝
議
員
は
こ
の
よ
う
に
違
法
不
当
に
政
務
活
動
費
か
ら
事
務
所
費
を
支
出
し
て
い
た
仙

台
事
務
所
に
送
付
さ
れ
て
い
た
新
聞
の
料
金
を
資
料
購
入
費
と
し
て
支
出
し
，
仙
台
事
務
所
に
お
い
て
使
用

し
て
い
た
電
話
の
使
用
料
金
を
事
務
費
と
し
て
支
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
，
か
か
る
資
料
購
入
費
と
事

務
費
の
支
出
に
つ
い
て
も
違
法
不
当
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
主
張
し
て
い
ま
す
が
，
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
新
聞
購
読
費
や
電
話
使
用
料
に
つ
い
て
は
，「
手
引
き
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
趣
旨
に
合
致
す
る
も
の

で
あ
り
，
違
法
で
も
不
当
で
も
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
新
聞
や
電
話
に
つ
い
て
は
，
ど
こ
の
場
所
で
購

読
・
使
用
し
て
い
て
も
政
務
活
動
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
，
事
務
所
費
と
同
一
と
す
る
考
え
方
に
は
同
意

で
き
ま
せ
ん
。

　
　
⑶
　
仙
台
事
務
所
の
状
況
に
つ
い
て

　
　
　
イ
 　
「
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
が
な
い
」
と
の
主
張
に
つ
い
て
，
事
務
所
の
状
態
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
写
真
添
付

　
　
　
ロ
　
仙
台
事
務
所
に
係
る
所
有
者
及
び
賃
貸
借
の
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
の
賃
貸
借
契
約
書
は
引
っ
越
し
の
際
に
紛
失
し
た
よ
う
で
す
。
ま
た
，
領
収

書
の
領
収
者
は
，
間
違
い
な
く
〇
〇
〇
〇
〇
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
ハ
 　
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
の
契
約
の
相
手
方
は
ど
な
た
で
す
か
。
ま
た
，
登
記
名
義
人
と
の
関
係
は
ど
う

な
っ
て
い
ま
す
か
。

　
　
　
　
（
回
答
）
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契
約
の
相
手
方
は
，
入
居
期
間
中
の
登
記
名
義
人
の
妻
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
ニ
 　
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
，
事
務
所
用
と
居
住
用
の
区
分
け
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
。
ま
た
，

居
住
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
の
利
用
実
態
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
当
時
の
事
務
所
は
，
仙
台
市
内
等
で
会
合
，
勉
強
会
や
研
究
会
等
が
あ
っ
た
場
合
に
宿
泊
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
あ
く
ま
で
も
事
務
所
と
し
て
の
活
用
だ
っ
た
た
め
，
い
わ
ゆ
る
居
住
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
日

常
の
生
活
を
行
う
場
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
，
区
分
け
す
る
意
識
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　
　
ホ
 　
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
の
電
気
料
金
，
水
道
料
金
，
ガ
ス
料
金
の
支
払
に
お
い
て
，
政
務
活
動
費
を
充

当
し
た
際
の
按
分
率
２
分
の
１
の
考
え
方
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
手
引
き
15ペ
ー
ジ
の
按
分
の
方
法
「
ハ
」
按
分
割
合
２
分
の
１
以
下
を
判
断
基
準
と
し
ま
し
た
。

　
　
　
ヘ
 　
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
，
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の
支
払
対
象
と
な
る
テ
レ
ビ
の
有
無
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
 　
テ
レ
ビ
は
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
ト
　
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
４
－
34所
在
の
建
物
に
つ
い
て

　
　
　
　
イ
 　
登
記
簿
で
は
，
不
動
産
番
号
3700001147867と

3700001147856の
二
つ
の
建
物
が
あ
り
ま
す
が
，
こ

れ
ら
は
別
の
建
物
で
す
か
。
ま
た
，
仙
台
事
務
所
は
ど
ち
ら
の
建
物
に
あ
り
ま
す
か
。

　
　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
　
 　
二
つ
の
建
物
が
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
 　
仙
台
事
務
所
は
，
不
動
産
番
号
3700001147867の

建
物
に
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
ロ
 　
建
物
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し
に
は
，
床
面
積
が
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
，
契
約
床
面
積
は
何
平
方

メ
ー
ト
ル
で
す
か
。

　
　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
　
 　
床
面
積
は
63.79平

方
メ
ー
ト
ル
で
す
。

　
　
　
　
ハ
 　
収
支
報
告
書
等
に
添
付
し
た
電
気
料
金
，
水
道
料
金
，
ガ
ス
料
金
の
領
収
書
等
は
，
事
務
所
に
係
る
も

の
の
ほ
か
，
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
居
住
部
分
に
係
る
も
の
も
含
み
ま
す
か
。
含
む
と
し
た
場
合
，
そ

の
よ
う
に
処
理
し
た
理
由
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
事
務
所
に
係
る
実
際
の
経
費
の
割
合
は
，
そ
れ

ぞ
れ
ど
れ
く
ら
い
で
す
か
。

　
　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
　
 　
居
住
部
分
に
係
る
も
の
も
含
み
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
 　
手
引
き
15ペ
ー
ジ
に
は
，
使
用
面
積
，
活
動
実
績
な
ど
の
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
按
分
処
理
す
る
こ

と
を
認
め
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
 　
ま
た
，手
引
き
16ペ
ー
ジ
に
は
，「
光
熱
水
費
は
，基
本
料
金
を
含
め
使
用
頻
度
で
按
分
す
る
。
な
お
，

使
用
領
域
（
面
積
）
で
按
分
す
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
，「
現
実
に
実
績
の
把

握
が
困
難
と
思
わ
れ
る
の
で
，
政
務
活
動
費
で
の
負
担
割
合
を
２
分
の
１
以
内
と
す
る
考
え
方
も
あ

る
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
 　
事
務
所
に
係
る
実
際
の
経
費
の
割
合
に
つ
い
て
，
今
指
摘
さ
れ
て
考
え
て
み
る
と
，
電
気
料
金
は
使

用
頻
度
を
考
え
る
と
２
分
の
１
程
度
（
照
明
・
エ
ア
コ
ン
は
事
務
所
を
使
用
し
て
い
る
時
，
居
住
部
分

で
は
消
し
て
い
る
た
め
）。
水
道
料
金
は
使
用
頻
度
を
考
え
る
と
８
分
の
１
程
度
。
ガ
ス
料
金
は
使
用

頻
度
を
考
え
る
と
10分
の
１
程
度
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
ニ
 　
上
記
ハ
の
支
払
に
お
い
て
，
政
務
活
動
費
を
充
当
し
た
際
の
按
分
率
２
分
の
１
の
考
え
方
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
　
 　
ハ
で
述
べ
た
よ
う
に
，
事
務
所
費
は
す
べ
て
，
手
引
き
15ペ
ー
ジ
の
「
ハ
」
を
採
用
し
，
簡
便
に
２

分
の
１
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
で
，
事
務
処
理
の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
ホ
　
平
成
24年
６
月
の
水
道
料
へ
の
按
分
率
を
３
分
の
１
に
し
た
理
由
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
　
 　
按
分
率
を
３
分
の
１
に
し
た
理
由
と
し
て
は
，
事
務
所
契
約
日
が
平
成
24年
５
月
中
頃
で
あ
っ
た
の

で
，
日
割
り
計
算
し
減
額
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
ヘ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の
支
払
対
象
と
な
る
テ
レ
ビ
の
有
無
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
（
回
答
）

　
　
　
　
　
　
 　
テ
レ
ビ
は
あ
り
ま
し
た
。

　
４
　
仙
台
事
務
所
の
調
査

　
　
 　
安
部
孝
議
員
の
仙
台
市
に
設
置
し
て
い
る
事
務
所
に
つ
い
て
，
平
成
28年
３
月
29日
に
現
地
を
確
認
し
た
。

　
　
 　
現
在
安
部
孝
議
員
が
事
務
所
と
し
て
賃
借
し
て
い
る
建
物
に
つ
い
て
は
，
請
求
人
が
摘
示
す
る
不
動
産
登
記
簿

不
動
産
番
号
3700001147856で

は
な
く
，
こ
れ
に
接
し
て
建
築
さ
れ
て
い
る
不
動
産
番
号
3700001147867で

あ

る
こ
と
，
賃
借
し
て
い
る
の
は
，
こ
の
建
物
の
３
階
の
う
ち
事
務
室
部
分
63.79平

方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
，

３
階
に
は
こ
の
事
務
室
部
分
と
明
確
に
区
分
さ
れ
た
居
住
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
 　
な
お
，
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
は
賃
借
人
が
居
住
し
て
い
る
こ
と
か
ら
外
観
を
見
る
に
留
め
た
。

第
７
　
判
断

　
　
 　
政
務
活
動
費
は
，
法
第
100条

第
14項

及
び
第
15項

の
規
定
を
受
け
，
条
例
及
び
条
例
施
行
規
程
の
定
め
る
と
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実
」
が
存
す
る
も
の
と
し
て
，
返
還
請
求
の
勧
告
を
行
う
。

　
　
 　
そ
れ
以
外
の
場
合
は
，
請
求
に
理
由
が
な
い
と
判
断
す
る
。

　
　
 　
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
判
断
し
た
結
果
を
以
下
に
記
載
す
る
。

　
１
　
監
査
対
象
事
項
１
に
つ
い
て

　
　
⑴
　
事
務
所
費
（
賃
借
料
）
に
つ
い
て

　
　
　
 　
請
求
人
は
，
ま
ず
，
選
挙
区
外
に
事
務
所
を
設
置
す
る
必
要
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
安
部
孝
議
員
が
平

成
21年
４
月
以
降
，
仙
台
事
務
所
の
事
務
所
賃
借
料
に
政
務
活
動
費
を
充
当
し
た
の
は
違
法
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
の
で
，
以
下
３
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
。

　
　
　
イ
 　
議
員
が
政
務
活
動
費
を
充
当
す
る
事
務
所
に
つ
い
て
は
，
手
引
き
の
，「
Ⅱ
政
務
活
動
費
交
付
の
実
務
」，

「
３
　
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
」，「
⑸
費
目
別
の
充
当
指
針
」
の
「
事
務
所
経

費
」
の
「
内
容
」
と
し
て
，「
実
際
に
そ
こ
が
政
務
活
動
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
充
当
で
き
る
も
の
と

す
る
。」
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
政
務
活
動
」
と
は
，「
議
員
が
実
施
す
る
調
査
研
究
，
研
修
，
広
聴
広
報
，

要
請
陳
情
，
住
民
相
談
，
各
種
会
議
へ
の
参
加
等
県
政
の
課
題
及
び
県
民
の
意
思
を
把
握
し
，
県
政
に
反
映

さ
せ
る
活
動
そ
の
他
の
住
民
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
活
動
」（
条
例
第
２
条
第
１
項
）
と
定
義

さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
 　
こ
れ
に
つ
い
て
は
，
政
務
活
動
に
使
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
，
第
６
の
３
関
係
人
（
安
部
孝
議
員
）
に
対

す
る
調
査
結
果
⑵
イ
の
と
お
り
，
安
部
孝
議
員
は
，
事
務
所
を
仙
台
市
に
置
く
こ
と
の
有
用
性
を
説
明
し
，

県
政
の
課
題
及
び
県
民
の
意
思
を
把
握
し
て
県
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
活
動
の
拠
点
と
し
て
い
た
と
主
張

し
て
い
る
。
ま
た
，
制
度
上
，
事
務
所
の
利
用
状
況
を
記
録
及
び
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
な
い
こ
と
か

ら
も
，
明
ら
か
に
手
引
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
安
部
孝
議
員
の
設
置
し
た
事
務
所
が
，
選
挙
区
外
の
仙
台
市
に
あ
る
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
，

使
途
基
準
に
違
反
し
て
違
法
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
ロ
 　
請
求
人
は
，
当
該
事
務
所
が
，
安
部
孝
議
員
が
生
計
を
一
に
す
る
親
族
等
が
所
有
権
を
有
す
る
物
件
で
あ

り
，
手
引
き
の
「
Ⅱ
政
務
活
動
費
交
付
の
実
務
」，「
３
　
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範

囲
」，「
⑸
費
目
別
の
充
当
指
針
」
の
「
事
務
所
経
費
」
の
「
内
容
」
と
し
て
，「
な
お
，
事
務
所
が
自
己
所

有
又
は
生
計
を
一
に
す
る
親
族
の
所
有
で
あ
る
場
合
は
，
事
務
所
賃
借
料
に
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ

る
。」
と
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
違
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
，
こ
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
。

　
　
　
　
 　
平
成
21年
４
月
か
ら
平
成
24年
５
月
ま
で
の
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
の
賃
貸
借
契
約
の
契
約
相
手
は
，

物
件
の
登
記
名
義
人
（
故
人
）
の
妻
で
あ
っ
た
と
の
安
部
孝
議
員
の
説
明
が
あ
り
，
平
成
24年
６
月
以
降
賃

借
し
て
い
る
建
物
に
関
し
て
は
，
３
階
の
う
ち
事
務
室
部
分
63.79平

方
メ
ー
ト
ル
を
区
分
し
て
大
隆
株
式

会
社
と
の
間
で
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
，
支
払
の
事
実
に
つ
い
て
は
，

こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
お
り
，
財
務
会
計
を
適
正
に
執
行
し
，
不
適
正
な
場
合
に
是
正
を
求
め
る
こ
と
は
知
事

の
責
務
で
あ
る
。

　
　
 　
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
，
政
務
活
動
が
執
行
機
関
に
対
す
る
監
視
機
能
を
果
た
す
た
め
の
活
動
と
し
て
の
性

格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
も
あ
り
，
基
本
的
に
議
会
の
自
律
を
尊
重
し
，
議
会
自
ら
が
適
正
な
運
用
を
図
る
べ
き
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
，
会
派
等
に
よ
る
政
務
活
動
費
の
支
出
が
明
ら
か
に
不
適
正
で
あ
る
場
合
を
除

き
，
知
事
は
，
議
長
の
判
断
を
尊
重
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
 　
ま
た
，
議
員
の
調
査
研
究
活
動
は
，
県
政
全
般
に
及
び
，
そ
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
の
対
象
，
方
法
も
広

範
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
，
手
段
方
法
及
び
内
容
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
，
議
員
の
自
主
性
及
び
自
律

性
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
議
員
の
広
範
な
裁
量
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
　
 　
こ
れ
に
つ
い
て
，
平
成
21年
12月
17日
の
最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決
（
平
成
20（
行
ヒ
）
386）

で
は
，「
政
務

調
査
費
条
例
は
，
政
務
調
査
費
の
支
出
に
使
途
制
限
違
反
が
あ
る
こ
と
が
収
支
報
告
書
等
の
記
載
か
ら
明
ら
か
に

う
か
が
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
を
除
き
，
監
査
委
員
を
含
め
区
の
執
行
機
関
が
，
実
際
に
行
わ
れ
た
政
務
調
査
活
動

の
具
体
的
な
目
的
や
内
容
等
に
立
ち
入
っ
て
そ
の
使
途
制
限
適
合
性
を
審
査
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
な
い
と
解

さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
 　
条
例
第
２
条
に
定
め
る
別
表
及
び
条
例
施
行
規
程
が
定
め
て
い
る
使
途
基
準
の
内
容
は
，
法
第
100条

第
14項

に
い
う
「
議
員
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に
資
す
る
た
め
の
必
要
な
経
費
」
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
手

引
き
に
つ
い
て
は
，
条
例
及
び
条
例
施
行
規
程
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
，
法

規
範
性
を
有
す
る
も
の
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
，
条
例
を
補
完
す
る
指
針
と
し
て
適
切
に
運
用
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
，
政
務
活
動
費
の
対
象
外
と
な
る
経
費
や
，
諸
手
続
な
ど
を
規
定
し
て
い
る
。

　
　
 　
特
に
，
初
版
と
な
る
手
引
き
（
平
成
21年
４
月
）
は
，
請
求
人
ら
に
よ
る
宮
城
県
議
会
の
政
務
調
査
費
に
係
る

監
査
請
求
及
び
訴
訟
等
を
契
機
と
し
，
請
求
人
ら
と
の
和
解
協
議
と
並
行
し
て
平
成
21年
３
月
17日
に
政
務
調
査

費
に
係
る
運
用
見
直
し
と
併
せ
て
県
議
会
で
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
経
緯
か
ら
手
引
き
は
，
使
途
基

準
の
趣
旨
や
具
体
的
内
容
を
示
す
も
の
と
し
て
，
具
体
的
支
出
の
使
途
基
準
適
合
性
の
判
断
に
当
た
っ
て
よ
り
所

と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
監
査
を
実
施
し
，
判
断
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
 　
監
査
の
対
象
と
な
る
機
関
は
，
知
事
及
び
そ
の
補
助
執
行
者
で
あ
る
議
会
事
務
局
で
あ
り
，
調
査
の
対
象
と
な

る
事
項
は
，
法
及
び
条
例
を
踏
ま
え
て
県
議
会
が
定
め
た
手
引
き
に
規
定
す
る
使
途
基
準
に
違
反
し
た
政
務
活
動

費
の
充
当
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
，
県
に
民
法
第
703条

に
定
め
る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
発
生
し
，
知
事

に
「
違
法
又
は
不
当
に
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
」
が
存
す
る
か
否
か
で
あ
る
。

　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
確
認
さ
れ
た
事
実
を
使
途
基
準
に
照
ら
し
て
，
支
出
に
係
る
議
員
の
判
断
に
客
観
的
な
合
理
性

が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
，「
議
員
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
他
の
活
動
」
と
し
て
の
必
要
性
・
適
法

性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
，
不
当
利
得
で
あ
る
と
解
し
，
知
事
に
「
違
法
又
は
不
当
に
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
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の
で
，
こ
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
。

　
　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
は
，
第
６
の
３
関
係
人
（
安
部
孝
議
員
）
に
対
す
る
調
査
結
果
⑵
ロ
の
と
お
り
，
事
務
所
の

表
示
に
つ
い
て
写
真
に
よ
っ
て
主
張
し
て
い
る
。
現
地
確
認
に
よ
っ
て
も
，
過
去
の
状
況
に
つ
い
て
は
判
明

し
な
い
こ
と
か
ら
，
看
板
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
は
，
不
明
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
 　
議
員
が
設
置
す
る
事
務
所
は
「
政
務
活
動
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
，
条
例
に
お
け
る
「
政
務
活
動
」
の

定
義
の
と
お
り
，
看
板
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
る
県
民
か
ら
要
請
陳
情
等
の
活
動
を
受
け
る
こ
と
に
限
ら
な
い

の
で
あ
っ
て
，
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
を
い
か
な
る
手
段
方
法
に
よ
り
行
う
か
に
つ
い
て
は
，
議
員
の
広

範
な
裁
量
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
，
手
引
き
の
記
載
は
，
看
板
の
大
き
さ

等
の
外
形
上
の
形
態
に
つ
い
て
機
能
に
応
じ
た
表
示
の
方
法
を
議
員
が
採
用
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
も
の
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
 　
し
た
が
っ
て
，
看
板
の
設
置
状
況
等
に
つ
い
て
，
手
引
き
の
規
定
に
明
ら
か
に
反
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。

　
　
　
 　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
安
部
孝
議
員
の
事
務
所
費
（
賃
借
料
）
に
係
る
政
務
活
動
費
充
当
に
つ
い
て
は
，
使
途

基
準
に
反
し
て
明
ら
か
に
違
法
と
ま
で
は
言
え
な
い
。

　
　
⑵
　
事
務
所
費
（
管
理
運
営
費
（
光
熱
水
費
）
等
）
に
つ
い
て

　
　
　
 　
仙
台
事
務
所
の
現
地
調
査
を
実
施
し
た
結
果
を
踏
ま
え
，
事
務
所
費
の
う
ち
，
管
理
運
営
費
（
光
熱
水
費
）

等
に
つ
い
て
以
下
の
と
お
り
判
断
す
る
。

　
　
　
 　
第
６
の
３
関
係
人
（
安
部
孝
議
員
）
に
対
す
る
調
査
結
果
⑴
ニ
の
と
お
り
，
安
部
孝
議
員
は
，
事
務
所
が
あ

る
建
物
は
「
電
気
と
ガ
ス
の
メ
ー
タ
ー
は
階
別
に
あ
り
」
と
し
て
い
る
の
で
，
こ
の
点
を
調
査
し
た
結
果
，
電

気
料
金
，
水
道
料
金
及
び
ガ
ス
料
金
に
つ
い
て
は
，
事
務
所
に
隣
接
す
る
居
住
部
分
も
含
め
た
３
階
分
が
一
括

で
請
求
が
な
さ
れ
，
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
　
 　
こ
の
一
括
請
求
・
支
払
額
に
対
し
て
按
分
率
２
分
の
１
と
し
て
政
務
活
動
費
を
充
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
，
事
務
所
の
光
熱
水
費
と
し
て
居
住
部
分
に
係
る
光
熱
水
費
に
ま
で
政
務
活
動
費
を
充
当
し
て
い
る
こ
と
に

な
り
，
明
ら
か
に
手
引
き
の
規
定
に
反
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
 　
本
来
は
，
手
引
き
の
「
Ⅱ
政
務
活
動
費
交
付
の
実
務
」，「
３
　
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費

の
範
囲
」，「
⑸
費
目
別
の
充
当
指
針
」
の
「
事
務
所
経
費
」
の
「
内
容
」
と
し
て
の
「
※
　
事
務
所
を
後
援
会

及
び
住
居
等
と
共
有
す
る
場
合
」
に
示
さ
れ
る
と
お
り
，「
現
に
政
務
活
動
に
充
て
ら
れ
て
い
る
実
態
に
応
じ

て
按
分
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
，
安
部
孝
議
員
は
，
事
務
所
と
は
明
確
に
区
分
さ
れ
る
居

住
部
分
に
係
る
光
熱
水
費
分
に
相
当
す
る
金
額
を
不
当
利
得
と
し
て
県
に
返
還
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
 　
次
に
，
返
還
す
べ
き
額
に
つ
い
て
判
断
す
る
。

　
　
　
 　
返
還
す
べ
き
金
額
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
は
，
事
務
所
の
使
用
量
を
測
定
す
る
子
メ
ー
タ
ー
が
つ
い
て
い
な

保
存
さ
れ
て
い
る
平
成
22年

度
以
降
の
政
務
活
動
費
収
支
報
告
書
に
添
付
し
た
領
収
書
に
よ
っ
て
確
認
を

行
っ
た
。

　
　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
は
，
平
成
21年
か
ら
の
支
出
内
容
を
示
す
中
に
お
い
て
，
少
な
く
と
も
領
収
証
等
を
根
拠
と

し
て
同
一
生
計
に
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
，
請
求
人
は
，「
外
観
上
同
一
の
財
布
の
下
で
生

活
し
て
い
る
と
い
う
相
当
の
疑
い
が
生
じ
る
か
ど
う
か
で
判
断
す
べ
き
」
で
，「
事
実
上
の
夫
婦
の
関
係
に

あ
り
，
し
か
も
同
一
の
建
物
内
に
居
住
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
，
共
同
生
活
の
場
面
で
財
布
を
共
に
す
る

場
面
が
あ
る
と
外
観
上
疑
わ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
」
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
 　
事
実
婚
と
は
，
氏
の
変
更
に
よ
る
不
利
益
や
損
失
，
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
を
避
け
る
ほ
か
，
子
ど

も
へ
の
配
慮
な
ど
家
族
関
係
も
含
め
た
様
々
な
事
情
等
か
ら
，
当
事
者
間
の
主
体
的
・
意
図
的
な
選
択
に

よ
っ
て
民
法
に
規
定
す
る
法
律
婚
の
形
式
を
と
る
こ
と
な
く
，
社
会
慣
習
上
，
婚
姻
と
み
ら
れ
る
事
実
関
係

を
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
婚
の
当
事
者
に
婚
姻
類
似
の
効
果
を
認
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て

は
見
解
も
分
か
れ
て
お
り
，
ま
た
，
請
求
人
が
主
張
す
る
事
実
婚
が
，
い
つ
の
時
点
で
成
立
し
て
い
た
の
か

を
客
観
的
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
。

　
　
　
　
 　
さ
ら
に
，
生
計
の
維
持
に
関
し
て
も
，
事
実
婚
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
が
収
入
を
得
て
い
る
場
合
な
ど
は
，
生

計
を
別
々
に
管
理
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
に
加
え
，
法
に
基
づ
く
権
限
の
下
で
，
財
務
会
計
行
為
の
違

法
又
は
不
当
，
ま
た
違
法
又
は
不
当
な
財
務
に
関
す
る
怠
る
事
実
を
監
査
す
る
監
査
委
員
の
立
場
と
し
て
，

家
庭
内
の
様
々
な
事
情
等
極
め
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

　
　
　
　
 　
手
引
き
に
お
い
て
は
「
事
務
所
が
自
己
所
有
又
は
生
計
を
一
に
す
る
親
族
の
所
有
で
あ
る
場
合
は
，
事
務

所
賃
借
料
に
充
当
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
」
と
記
載
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
，「
親
族
」
や
「
生
計
を

一
に
す
る
」
に
関
し
て
よ
り
明
確
な
判
断
基
準
が
示
さ
れ
て
は
お
ら
ず
，
社
会
通
念
等
に
照
ら
し
て
判
断
す

る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
，
そ
れ
ら
の
解
釈
に
違
い
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
，
こ

れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
，
事
実
婚
の
法
的
効
果
の
ほ
か
，
生
計
の
同
一
性
を
明
確
に
判
断
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

　
　
　
　
 　
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
，
事
務
所
賃
借
料
を
充
当
で
き
な
い
場
合
を
示
し
た
手
引
き
の
規
定
に
明
ら
か

に
反
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
ハ
 　
請
求
人
は
，
手
引
き
の
「
Ⅱ
政
務
活
動
費
交
付
の
実
務
」，「
３
　
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る

経
費
の
範
囲
」，「
⑸
費
目
別
の
充
当
指
針
」
の
「
事
務
所
経
費
」
の
「
内
容
」
と
し
て
の
⑴
事
務
所
の
要
件

の
イ
「
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
を
有
し
て
い
る
こ
と
（
〇
〇
議
員
事
務
所
等
の
看
板
の
設
置
等
）」

に
反
し
て
い
る
と
し
，
意
見
陳
述
書
に
お
い
て
は
「
公
道
を
歩
い
て
い
る
県
民
か
ら
見
て
，
県
民
が
「
〇
〇

議
員
事
務
所
が
あ
る
ん
だ
な
。」
と
分
か
る
よ
う
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。」
と
す
る
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し
，
事
務
所
費
（
管
理
運
営
費
）
に
つ
い
て
は
，
請
求
の
一
部
を
認
め
，
上
記
金
額
の
合
計
422,067円

を
返
還

を
求
め
る
べ
き
金
額
と
判
断
し
た
。

　
２
　
監
査
対
象
事
項
２
に
つ
い
て

　
　
⑴
　
資
料
購
入
費
に
つ
い
て

　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
が
，
仙
台
事
務
所
に
係
る
新
聞
代
に
，
資
料
購
入
費
と
し
て
政
務
活
動
費
を
充
当
し
た
こ
と
に

つ
い
て
は
，
監
査
対
象
事
項
１
の
事
務
所
賃
借
料
に
つ
い
て
の
返
還
請
求
権
が
発
生
し
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
，
違
法
と
な
る
関
係
に
あ
る
。

　
　
　
 　
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
お
り
，
事
務
所
賃
借
料
に
係
る
返
還
請
求
権
は
発
生
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
，
手
引
き

に
お
い
て
も
新
聞
購
読
料
は
，「
書
籍
購
入
費
，
新
聞
等
購
読
料
」
に
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
使
途
基

準
に
違
反
し
て
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
⑵
　
事
務
費
に
つ
い
て

　
　
　
 　
安
部
孝
議
員
が
，
仙
台
事
務
所
に
係
る
電
話
代
に
，
事
務
費
と
し
て
政
務
活
動
費
を
充
当
し
た
こ
と
に
つ
い

て
は
，
⑴
と
同
様
で
あ
り
，
手
引
き
に
お
い
て
も
電
話
代
は
，「
文
書
通
信
費
」
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
併
せ
て
，
手
引
き
の
「
Ⅱ
政
務
活
動
費
交
付
の
実
務
」，「
４
　
支
出
に
お
け
る
留
意
事
項
」，「
⑶

按
分
に
よ
る
支
出
」
を
参
考
に
し
て
，
政
務
活
動
費
の
負
担
割
合
を
２
分
の
１
に
し
て
お
り
，
使
途
基
準
に
違

反
し
て
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
 　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
安
部
孝
議
員
の
，
資
料
購
入
費
及
び
事
務
費
へ
の
充
当
に
つ
い
て
は
，
使
途
基
準
に
反
し

て
明
ら
か
に
違
法
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
，
監
査
対
象
事
項
２
に
係
る
請
求

に
は
理
由
が
な
い
の
で
棄
却
す
る
。

　
３
　
監
査
対
象
事
項
３
に
つ
い
て

　
　
 　
請
求
人
の
主
張
は
，
宮
城
県
知
事
措
置
請
求
書
で
の
「
事
案
の
悪
質
さ
に
鑑
み
て
安
部
孝
議
員
に
対
し
て
政
務

活
動
費
支
出
時
か
ら
の
利
息
の
支
払
を
求
め
る
べ
き
」，
補
充
書
面
に
お
け
る
「
安
部
孝
議
員
は
条
例
に
違
反
す

る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
政
務
活
動
費
を
充
当
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
，安
部
孝
議
員
は「
悪

意
の
受
益
者
」
に
当
た
る
の
で
あ
っ
て
，
民
法
第
704条

に
基
づ
い
て
違
法
不
当
に
充
当
し
た
政
務
活
動
費
に
つ

い
て
利
息
（
民
法
第
404条

に
基
づ
い
て
年
５
分
）
を
付
し
て
返
還
」
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
附
帯
請
求
で
あ
る
。

　
　
 　
監
査
対
象
事
項
１
の
管
理
運
営
費
に
関
し
て
，
一
部
経
費
の
按
分
に
つ
い
て
合
理
的
な
区
分
が
な
さ
れ
て
お
ら

ず
，
議
員
の
不
当
利
得
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
支
出
が
あ
っ
た
も
の
の
，
こ
れ
ま
で
違
法
を
認
識
し
て
充
当
し
て

い
た
と
認
め
ら
れ
る
証
拠
は
な
い
こ
と
か
ら
，
そ
れ
に
付
す
べ
き
利
息
は
な
い
と
判
断
し
た
。

　
　
 　
よ
っ
て
，
監
査
対
象
事
項
３
に
係
る
請
求
に
は
理
由
が
な
い
の
で
棄
却
す
る
。

第
８
　
勧
告

　
　
 　
第
７
で
述
べ
た
判
断
に
よ
り
，
本
件
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
請
求
人
の
主
張
に
は
一
部
理
由
が
あ
る
も
の
と

い
た
め
に
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
妥
当
な
評
価
方
法
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
 　
電
気
料
金
に
つ
い
て
は
，
事
務
所
に
ビ
ル
ト
イ
ン
の
独
立
し
た
エ
ア
コ
ン
な
ど
が
設
置
さ
れ
て
お
り
，
相
当

程
度
の
電
力
消
費
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
面
積
割
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
し
，
63.79平

方
メ
ー
ト
ル
（
事

務
所
面
積
）／
295.78平

方
メ
ー
ト
ル（
３
階
床
面
積
）＝
21.56％

を
事
務
所
に
お
け
る
使
用
割
合
と
判
断
し
た
。

　
　
　
 　
水
道
料
金
及
び
ガ
ス
料
金
に
つ
い
て
は
，
事
務
所
に
は
シ
ン
ク
に
蛇
口
一
つ
と
瞬
間
湯
沸
か
し
器
を
備
え
る

の
み
で
，
ト
イ
レ
も
な
く
，
風
呂
も
な
い
構
造
で
あ
る
た
め
，
居
住
部
分
で
の
消
費
が
大
部
分
を
占
め
る
も
の

と
推
定
さ
れ
，
妥
当
な
按
分
方
法
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
全
額
を
居
住
部
分
に
係
る
も
の
と

し
て
取
り
扱
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
断
し
た
。

　
　
　
 　
な
お
，
平
成
21年
４
月
か
ら
平
成
24年
５
月
ま
で
事
務
所
と
し
て
使
用
し
て
い
た
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
は
，
安
部
孝
議
員
は
，
も
っ
ぱ
ら
事
務
所
と
し
て
使
用
し
，
仙
台
市
内
に
お
い
て
会
合
や
研
修
会
等

が
行
わ
れ
る
場
合
に
宿
泊
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
，
日
常
的
な
生
活
拠
点
と
し
て
の
利
用
は
な
か
っ
た
と

主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
利
用
形
態
の
場
合
は
，
手
引
き
の
規
定
に
反
し
，
明
ら
か
に
使
途
基
準
に
違
反
し

て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
判
断
し
た
。

　
　
　
 　
以
上
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
返
還
額
は
，
次
の
と
お
り
と
な
る
。（
詳
細
は
別
表
の
と
お
り
）

　
　
　
　
　
平
成
24年
度
（
６
月
か
ら
）

　
　
　
　
　
・
電
気
料
金
返
還
額
 
52,651円

　
　
　
　
　
・
水
道
料
金
返
還
額
 
33,641円

　
　
　
　
　
・
ガ
ス
料
金
返
還
額
 
25,555円

　
　
　
　
　
平
成
25年
度

　
　
　
　
　
・
電
気
料
金
返
還
額
 
70,161円

　
　
　
　
　
・
水
道
料
金
返
還
額
 
37,123円

　
　
　
　
　
・
ガ
ス
料
金
返
還
額
 
39,441円

　
　
　
　
　
平
成
26年
度

　
　
　
　
　
・
電
気
料
金
返
還
額
 
71,694円

　
　
　
　
　
・
水
道
料
金
返
還
額
 
53,225円

　
　
　
　
　
・
ガ
ス
料
金
返
還
額
 
38,576円

　
　
　
 　
な
お
，
請
求
人
が
摘
示
し
て
い
る
事
務
所
費
に
は
，
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
が
含
ま
れ
て
い
る
が
，
現
地
確
認
に
お

い
て
は
，
テ
レ
ビ
台
は
あ
っ
た
も
の
の
テ
レ
ビ
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
安
部
孝
議
員
は
，
現
在
は
壊
れ
て
撤
去

し
た
が
，
事
務
所
に
テ
レ
ビ
を
設
置
し
て
い
た
と
の
主
張
を
し
て
お
り
，
他
に
実
態
を
推
測
す
る
手
が
か
り
も

な
い
こ
と
か
ら
，
明
ら
か
に
使
途
基
準
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
　
 　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
監
査
対
象
事
項
１
に
係
る
請
求
は
，
事
務
所
賃
借
料
に
つ
い
て
は
理
由
が
な
い
の
で
棄
却
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認
め
，
法
第
242条

第
４
項
の
規
定
に
よ
り
，
知
事
に
対
し
，
次
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。

　
　
 　
本
件
監
査
に
お
い
て
指
摘
し
た
安
部
孝
議
員
に
対
す
る
返
還
所
要
額
422,067円

に
つ
い
て
，
返
還
を
求
め
る

こ
と
。

　
　
 　
な
お
，
上
記
勧
告
に
係
る
措
置
の
期
限
は
，
平
成
28年
５
月
９
日
と
す
る
。

　
　
 　
上
記
勧
告
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
，
法
第
242条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
，
講
じ
た
措
置
の
内
容
を
速
や
か

に
監
査
委
員
に
通
知
さ
れ
た
い
。

付
言
－
議
会
に
対
す
る
要
望

　
１
 　
政
務
活
動
費
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
，
政
務
調
査
費
に
係
る
運
用
の
見
直
し
及
び
手
引
き
の
策
定
に
至
る
経
緯

を
踏
ま
え
る
と
，
厳
密
な
運
用
が
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
２
 　
今
後
ま
す
ま
す
多
様
化
す
る
県
民
の
思
い
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
た
政
務
活
動
を
展
開
す
る
た
め
に
は
，
政

務
活
動
費
を
効
果
的
・
効
率
的
に
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
手
引
き
に
解
釈
の

余
地
が
残
さ
れ
て
お
り
，
今
回
の
監
査
に
お
い
て
，
県
民
に
疑
念
を
抱
か
れ
る
運
用
の
実
態
も
認
め
ら
れ
た
。
ま

た
，
一
部
に
お
い
て
，
使
途
基
準
に
違
反
し
た
支
出
も
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
３
 　
こ
の
住
民
監
査
請
求
を
契
機
と
し
て
，
議
会
自
ら
議
会
改
革
推
進
会
議
に
お
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
，「
執
行
機
関
と
議
会
な
い
し
こ
れ
を
構
成
す
る
議
員
又
は
会
派
（
以
下
，
併
せ
て
「
議
員
等
」

と
い
う
。）
と
の
抑
制
と
均
衡
の
理
念
に
か
ん
が
み
，
議
会
に
お
い
て
独
立
性
を
有
す
る
団
体
と
し
て
自
主
的
に

活
動
す
べ
き
会
派
の
性
質
及
び
役
割
を
前
提
と
し
て
，
政
務
調
査
費
の
適
正
な
使
用
に
つ
い
て
の
各
会
派
の
自
律

を
促
す
」（
平
成
21年
12月
17日

最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決
（
平
成
20（
行
ヒ
）
386））

と
い
う
面
で
の
意
義
が

あ
る
も
の
と
評
価
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
４
 　
こ
の
た
め
議
会
に
対
し
て
は
，
政
務
活
動
費
の
原
資
が
公
費
で
あ
る
以
上
，
そ
の
使
途
に
つ
い
て
県
民
に
疑
念

を
抱
か
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
，
十
分
な
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
再
認
識
し
た
上
で
，
議
会
改
革
推
進
会
議
に
お
い
て
議
論
を
深
め
ら
れ
，
使
途
基
準
の
一
層
の
明
確
化
等
に

取
り
組
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

　
　
 　
さ
ら
に
議
員
各
位
に
あ
っ
て
は
，
県
政
の
課
題
及
び
県
民
の
意
思
を
把
握
し
，
県
政
に
反
映
さ
せ
る
活
動
そ
の

他
の
住
民
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
活
動
に
要
す
る
政
務
活
動
費
本
来
の
趣
旨
に
則
り
，
適
正
か
つ
有

効
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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別
表

安
部
孝
議
員
に
係
る
政
務
活
動
費
の
返
還
額
明
細
表
（
仙
台
事
務
所
分
光
熱
水
費
　
Ｈ
24.６

～
Ｈ
27.３

）
 

（
単
位
：
円
）
　
　

年
度
　
月

電
　
気
　
料
　
金

水
　
道
　
料
　
金

ガ
　
ス
　
料
　
金

返
還
額
計

Ｐ
（
Ｅ＋Ｊ＋Ｏ

）
備
　
考

領
収
書
金
額

Ａ
充
当
額
Ｂ

事
務
所
分
相

当
額

Ｃ
（
A
＊

21.56%
）

充
当
す
べ
き

額
Ｄ（
Ｃ
／
２
）
返
還
額

Ｅ（
Ｂ
－
Ｄ
）
領
収
書
金
額

Ｆ
充
当
額
Ｇ

事
務
所
分
相

当
額

Ｈ（
Ｆ＊０

%）

充
当
す
べ
き

額
Ｉ（
Ｈ
／
２
）
返
還
額

Ｊ（
Ｇ
－Ｉ
）
領
収
書
金
額

Ｋ
充
当
額
Ｌ

事
務
所
分
相

当
額

Ｍ（
Ｌ＊０

%）

充
当
す
べ
き

額
Ｎ（
Ｍ
／
２
）
返
還
額

Ｏ（
Ｌ
－
Ｎ
）

24

６
月

10,575
5,287

2,279
1,139

4,148
18,242

6,080
0

0
6,080

5,460
2,730

0
0

2,730
12,958

７
月

11,022
5,511

2,376
1,188

4,323
－

－
－

－
－

5,334
2,667

0
0

2,667
6,990

８
月

14,285
7,142

3,079
1,539

5,603
13,574

6,787
0

0
6,787

3,534
1,767

0
0

1,767
14,157

９
月

16,582
8,291

3,575
1,787

6,504
－

－
－

－
－

3,020
1,510

0
0

1,510
8,014

10月
16,768

8,384
3,615

1,807
6,577

15,010
7,505

0
0

7,505
4,395

2,197
0

0
2,197

16,279
11月

12,295
6,147

2,650
1,325

4,822
－

－
－

－
－

5,900
2,950

0
0

2,950
7,772

12月
15,549

7,774
3,352

1,676
6,098

13,933
6,966

0
0

6,966
7,207

3,603
0

0
3,603

16,667
１
月

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

２
月

19,344
9,672

4,170
2,085

7,587
12,607

6,303
0

0
6,303

7,972
3,986

0
0

3,986
17,876

３
月

17,821
8,910

3,842
1,921

6,989
－

－
－

－
－

8,290
4,145

0
0

4,145
11,134

計
134,241

67,118
28,938

14,467
52,651

73,366
33,641

0
0

33,641
51,112

25,555
0

0
25,555

111,847

25

４
月

13,947
6,973

3,006
1,503

5,470
12,001

6,000
0

0
6,000

7,122
3,561

0
0

3,561
15,031

５
月

14,554
7,277

3,137
1,568

5,709
－

－
－

－
－

7,121
3,560

0
0

3,560
9,269

６
月

11,652
5,826

2,512
1,256

4,570
17,164

8,582
0

0
8,582

5,708
2,854

0
0

2,854
16,006

７
月

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

5,085
2,542

0
0

2,542
2,542

８
月

14,473
7,236

3,120
1,560

5,676
－

－
－

－
－

4,240
2,120

0
0

2,120
7,796

９
月

20,775
10,387

4,479
2,239

8,148
－

－
－

－
－

3,897
1,948

0
0

1,948
10,096

10月
14,032

7,016
3,025

1,512
5,504

16,805
8,402

0
0

8,402
5,331

2,665
0

0
2,665

16,571
11月

13,911
6,955

2,999
1,499

5,456
－

－
－

－
－

6,163
3,081

0
0

3,081
8,537

12月
14,078

7,039
3,035

1,517
5,522

12,911
6,455

0
0

6,455
7,499

3,749
0

0
3,749

15,726
１
月

21,352
10,676

4,603
2,301

8,375
－

－
－

－
－

9,323
4,661

0
0

4,661
13,036

２
月

19,742
9,871

4,256
2,128

7,743
15,369

7,684
0

0
7,684

9,163
4,581

0
0

4,581
20,008

３
月

20,366
10,183

4,390
2,195

7,988
－

－
－

－
－

8,239
4,119

0
0

4,119
12,107

計
178,882

89,439
38,562

19,278
70,161

74,250
37,123

0
0

37,123
78,891

39,441
0

0
39,441

146,725

26

４
月

16,377
8,188

3,530
1,765

6,423
12,304

6,152
0

0
6,152

6,975
3,487

0
0

3,487
16,062

５
月

14,682
7,341

3,165
1,582

5,759
－

－
－

－
－

6,354
3,177

0
0

3,177
8,936

６
月

13,562
6,781

2,923
1,461

5,320
18,242

9,121
0

0
9,121

5,628
2,814

0
0

2,814
17,255

７
月

13,762
6,881

2,967
1,483

5,398
－

－
－

－
－

4,493
2,246

0
0

2,246
7,644

８
月

21,261
10,630

4,583
2,291

8,339
－

－
－

－
－

3,903
1,951

0
0

1,951
10,290

９
月

18,354
9,177

3,957
1,978

7,199
26,889

13,444
0

0
13,444

3,505
1,752

0
0

1,752
22,395

10月
14,392

7,196
3,102

1,551
5,645

－
－

－
－

－
5,356

2,678
0

0
2,678

8,323
11月

14,150
7,075

3,050
1,525

5,550
17,286

8,643
0

0
8,643

5,522
2,761

0
0

2,761
16,954

12月
18,144

9,072
3,911

1,955
7,117

－
－

－
－

－
8,628

4,314
0

0
4,314

11,431
１
月

19,571
9,785

4,219
2,109

7,676
18,763

9,381
0

0
9,381

10,702
5,351

0
0

5,351
22,408

２
月

18,531
9,265

3,995
1,997

7,268
－

－
－

－
－

7,853
3,926

0
0

3,926
11,194

３
月

－
－

－
－

－
12,968

6,484
0

0
6,484

8,239
4,119

0
0

4,119
10,603

計
182,786

91,391
39,402

19,697
71,694

106,452
53,225

0
0

53,225
77,158

38,576
0

0
38,576

163,495
合
　
計

495,909
247,948

106,902
53,442

194,506
254,068

123,989
0

0
123,989

207,161
103,572

0
0

103,572
422,067

　
注
１
：
電
気
料
金
事
務
所
分
相
当
額
Ｃ
は
，
３
階
全
体
の
床
面
積
に
占
め
る
仙
台
事
務
所
分
の
床
面
積
の
割
合
（
63.79㎡

／
295.78㎡

＝
21.56％

）
を
乗
じ
て
算
出
し
た
。

　
注
２
：
電
気
料
金
Ｃ
及
び
Ｄ
の
値
に
つ
い
て
は
円
未
満
切
捨
て
と
し
た
。

　
注
３
：
水
道
料
金
及
び
ガ
ス
料
金
に
つ
い
て
は
，
居
住
部
分
で
の
消
費
が
大
部
分
を
占
め
る
も
の
と
推
定
さ
れ
，
事
務
所
分
相
当
額
の
算
出
が
困
難
な
た
め
，
仙
台
事
務
所
分
を
０
円
と
し
た
。
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公
安
委
員
会

い
う
。）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と

い
う
。）
に
係
る
法
第
23条
第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者

　
　
ウ
 　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」

と
い
う
。）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受

け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
 　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
61年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号

警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
者

　
　
オ
 　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧

２
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
⑵
　
追
加
取
得
講
習

　
　
 　
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
１
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
22条
第
２
項
に
規
定
す
る
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
資
格
者
証
」
と
い
う
。）
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械

警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
58年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
７
条
に
規
定

す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者
で
あ
っ
て
、
前
記
⑴
－
ア
～
オ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

５
　
事
前
申
込
み

　
⑴
　
受
付
専
用
電
話

　
　
 　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
企
画
課
受
付
専
用
電
話
（
022－

224－
7311）

に
て
事
前
申
込
み
を
受
け
付
け
、

予
約
番
号
を
付
与
す
る
。

　
　
　
な
お
、
１
回
の
電
話
で
の
受
付
は
１
人
と
す
る
。

　
⑵
　
受
付
期
間

　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
　
　
 　
平
成
28年
５
月
９
日
（
月
）
か
ら
同
月
13日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
５
月
９
日
か
ら
12日
ま
で
は
午
前
９

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
　
　
 　
平
成
28年
６
月
６
日
（
月
）
か
ら
同
月
10日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
６
月
６
日
か
ら
９
日
ま
で
は
午
前
９

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

　
　
　
 　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
54号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年
法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
22条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
28年
４
月
15日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
相
澤
　
博
彦
　
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
及
び
実
施
期
日

　
⑴
　
警
備
業
務
の
区
分

　
　
　
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
１
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

　
⑵
　
実
施
期
日

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
　
　
　
　
平
成
28年
６
月
６
日
（
月
）
か
ら
同
月
15日
（
水
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
８
日
間

　
　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
　
　
　
　
平
成
28年
７
月
４
日
（
月
）
か
ら
同
月
13日
（
水
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
８
日
間

　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
第
１
回

　
　
　
　
　
平
成
28年
６
月
９
日
（
木
）
か
ら
同
月
14日
（
火
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
４
日
間

　
　
　
イ
　
第
２
回

　
　
　
　
　
平
成
28年
７
月
７
日
（
木
）
か
ら
同
月
12日
（
火
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
４
日
間

２
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

３
　
受
付
人
員

　
　
第
１
回
及
び
第
２
回
と
も
に
新
規
取
得
講
習
及
び
追
加
取
得
講
習
あ
わ
せ
て
40人
程
度

４
　
受
講
対
象
者

　
⑴
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
 　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
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収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号

　

阿
武
隈
川
寺
島
事
件
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
通
知
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ
の
交

付
を
受
け
て
下
さ
い
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

通
知
す
べ
き
書
類

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日
付
け
宮
収
第
六
十
九
号　

審
理
の
開
始
に
つ
い
て
の
通
知
書

二　

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

　
　

後
藤　

裕
幸　

 

住
所
・
常
居
所
不
明　

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所
「
愛
知
県
名
古
屋
市
南
区
前
浜
通
三
丁
目

二
三
番
地
（
パ
ス
ト
ラ
ル
前
浜　

二
〇
七
号
）」

新
規
取
得
講
習
受
講
者
に
あ
っ
て
は
47,000円

、
追
加
取
得
講
習
受
講
者
に
あ
っ
て
は
23,000円

の
額
に
相
当

す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

７
　
講
習
の
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

８
　
そ
の
他

　
　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

　
　
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線
3054・

3055）

６
　
受
講
手
続

　
 　
事
前
申
込
み
に
よ
り
予
約
番
号
を
所
得
し
た
者
に
対
す
る
受
講
手
続
は
、
次
の
と
お
り
行
う
。

　
⑴
　
申
請
受
付
期
間

　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
　
　
 　
平
成
28年
５
月
16日
（
月
）
か
ら
同
月
20日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
　
　
 　
平
成
28年
６
月
13日
（
月
）
か
ら
同
月
17日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

　
⑵
　
申
込
書
の
提
出
先

　
　
 　
事
前
申
込
み
の
際
に
警
察
署
を
指
定
す
る
の
で
、
申
請
受
付
期
間
内
に
指
定
さ
れ
た
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提

出
す
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
郵
送
及
び
代
理
人
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通

　
　
イ
　
資
格
者
証
又
は
修
了
証
明
書
の
写
し
　
１
通
（
追
加
取
得
講
習
受
講
者
の
み
）

　
　
ウ
　
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
　
ア
　
前
記
４
－
⑴
－
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
 　
最
近
５
年
間
に
、
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
警

備
業
者
の
作
成
に
係
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
履
歴

書

　
　
　
イ
　
前
記
４
－
⑴
－
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し

　
　
　
ウ
　
前
記
４
－
⑴
－
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
 　
２
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１

号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
　
エ
　
前
記
４
－
⑴
－
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
旧
１
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し

　
　
　
オ
　
前
記
４
－
⑴
－
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
 　
旧
２
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年

以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
⑷
　
受
講
手
数
料

　
　
　
 　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年
宮
城
県
条
例
第
21号
）
第
２
条
第
１
項
の
表
63の
項
に
基
づ
き
、
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